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総 務 民 生 委 員 会 会 議 録 

 

１．日 時 平成２９年９月６日（水曜日） 

 午前９時３０分～午後１時５９分 

２．場 所 委員会室 

３．出席委員 戎 屋 昭 彦 委 員 長 猶 野 智 和 副委員長 

 竹 岡 昌 治 委  員    安 冨 法 明 委  員  

 山 中 佳 子 委 員    三 好 睦 子 委 員 

       髙 木 法 生 委  員    末 永 義 美 委  員 

       荒 山 光 広 議  長 

４．欠席委員 な し 

５．出席した事務局職員 

 綿 谷 敦 朗 議会事務局長 大 塚  享 議会事務局長補佐 

     篠 田 真 理 議会事務局主任 

６．説明のため出席した者の職氏名  

 篠 田 洋 司 副 市 長  髙 橋 睦 夫 病院事業管理者 

     波佐間   敏 上下水道事業管理 者  大 野 義 昭 市民福祉部長 

     石 田 淳 司 市長公室長  田 辺  剛 総 務 部 長 

     河 村 充 展 高齢福祉課長  杉 原 功 一 上下水道局長 

     安 村 芳 武 病院事業局管理部長  東 城 泰 典 美東総合支所長 

     鮎 川 弘 子 秋芳総合支所長  佐々木 昭 治 総 務 課 長 

     松 永   潤 消 防 長  奥 田 源 良 監査委員事務局長 

     岡 田 健 二 施 設 課 長  三 戸 昌 子 上下水道局次長 

     古 屋 壮 之 経営管理課長  細 田 清 治 会計管理者 

     竹 内 正 夫 財 政 課 長  石 津 稔 行 消防本部予防課長 

     岡 崎 輝 義 市立病院事務長  西 山 宏 史 美東病院事務長 

     古 屋 敦 子 生活環境課長 

７．会議の次第は次のとおりである。 
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    午前９時３０分開会 

○委員長（戎屋昭彦君）  おはようございます。ただいまより、総務民生委員会を開会

いたします。 

  それでは、さきの本会議におきまして、本委員会に付託されました市長提出議案１

３件につきまして、審査いたしたいと思いますので、御協力をよろしくお願いいたし

ます。 

議長、報告等ございますか。 

○議長（荒山光広君） 特にございません。 

○委員長（戎屋昭彦君）  それでは、最初に、議案第５９号平成２８年度美祢市水道事

業剰余金の処分について、及び議案第６０号平成２８年度美祢市水道事業会計決算の

認定についてを議題といたします。関連がありますので、執行部より一括して説明を

求めます。三戸上下水道局次長。 

○上下水道局次長（三戸昌子君） 黒い背表紙の決算書を御用意ください。 

議案第５９号平成２８年度美祢市水道事業剰余金の処分について、及び議案第

６０号平成２８年度美祢市水道事業会計決算の認定についてを説明をいたします。 

 決算書の１ページ、２ページをお開きください。平成２８年度美祢市水道事業決算

報告書でございます。 

 まず、収益的収入及び支出でございます。ページ上の表、収入の消費税込みの決算

額でございますが、上水道事業収益は、決算額が３億２４８万３,８０４円でござい

ます。簡易水道事業収益は４行目をごらんください。５億２１６万２,４２５円でご

ざいます。一番下の行をごらんください。上水道の事業収益と３簡易水道事業収益を

合わせまして、合計は８億４６４万６,２２９円になりました。 

次に、収益的支出を御説明をいたします。支出の消費税込みの決算額は、上水道事

業費は２億６,１６９万６８１円でございます。６行目、簡易水道事業費４億

１,３２０万２,９０６円でございます。合計は一番下の行をごらんください。合計は

６億７,４８９万３,５８７円でございます。 

この結果、税込みの収入支出の差引額は１億２,９７５万２,６４２円の収入超過で

あります。 

   では、３ページ、４ページをお開きください。資本的収支の御説明をいたします。 

  まず、収入でございますが、決算額は右ページでございます。 
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平成２７年度からの繰越財源を９,９５０万円を含めまして、８億２,８７４万

６,６００円でございます。内訳は、企業債が７億１９０万円、繰入金が１５万

２,０００円、負担金及び寄附金８１９万５,６００円、国庫支出金５,４０４万

２,０００円、出資金が６,４４５万７,０００円でございます。 

では、下の欄の資本的支出をごらんください。 

支出の決算額は、１０億８,０８６万８,９５４円でございます。第１項の建設改良

費は、地方公営企業法第２６条の規定により、平成２７年度から上水道拡張事業の建

設費を１億１８８万円繰り越しておりましたものを含めまして、８億６,２１７万

１４０円を支出しております。 

また、同２６条の規定により４,１０８万３,０００円を、次年度に繰り越すもので

ございます。これは、６月議会で繰り越しの御報告をしておりますが、祖父ヶ瀬上水

場の基本設計及び簡易、簡水統合事業（上野・秋吉）の基本設計に係る繰り越しでご

ざいます。 

次に、第２項企業債償還金を、２億１,８６９万８,８１４円支出いたしました。 

左のページの下の文書をごらんください。補てん財源の説明でございます。この収

支の結果、資本的収入額が資本的支出額に不足する額２億５,２１２万２,３５４円は、

当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額５,８６０万２,６１２円、過年度分

損益勘定留保資金１億１,０１２万３,７６７円、及び当年度分損益勘定留保資金

８,３３９万５,９７５円で補てんいたしました。 

では、５ページをお開きください。 

次に、財務諸表についての御説明をいたします。５ページ、６ページでございます。

損益計算書の――平成２８年度美祢市水道事業損益計算書でございます。 

６ページ下から３行目をごらんください。当年度純利益が７,０９７万７,２２８円

になりました。これと、その下の行でございますが、前年度からの繰越利益剰余金の

７５３万１,９２０円と合わせまして、当年度の未処分利益剰余金は７,８５０万

９,１４８円となりました。 

では、次ページ、７ページ、８ページをお開きください。剰余金計算書（案）の御

説明でございます。失礼しました。剰余金計算書の御説明でございます。 

美祢市水道事業剰余金計算書で、この表の見方でございますが、一番左の列に資本

金と剰余金の変動事由をお示ししてございます。各列は資本金と剰余金の明細でござ
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います。右ページ、一番右の列が資本の合計でございます。ページ中ほどの行に当年

度変動額をお示ししております。 

さて、平成２８年度決算は当年度変動額を御説明しますと、右のページ、一番右の

列の中ほど――下から４行目でございます。当年度の変動額は１億３,５４３万

４,２２８円でございます。 

内訳でございますが、下から３行目出資金の増加により資本金が６,４４５万

７,０００円増加いたしました。これは、建設改良事業に係る出資金でございます。 

その下の表をごらんください。未処分利益剰余金による増加が７,０９７万

７,２２８円でございまして、当年度変動額の合計は先ほど申し上げましたとおり、

１億３,５４３万４,２２８円でございます。 

では、１枚めくられまして、９ページをお開きくださいませ。 

議案第５９号平成２８年度美祢市水道事業剰余金の処分についての御説明をいたし

ます。 

未処分利益剰余金を処分する案でございます。一番右の列をごらんください。 

先ほど御説明いたしました未処分利益剰余金が、７,８５０万９,１４８円ございま

すが、そのうち７,０００万円を議会の議決による処分とするものでございます。 

内訳は減債積立金への積立が３,０００万円、建設改良積立金への積立が

４,０００万円でございます。残余の８５０万９,１４８円は繰越剰余金にするもので

ございます。 

では、議案第６０号決算の認定についてに戻ります。右のページ、１０ページをご

らんください。 

平成２８年度末の美祢市水道事業貸借対照表の御説明を申し上げます。ページ

１０ぺージ下から４分の１あたりをごらんください。資産の合計は８３億

１,７３７万４,２６６円でございます。 

次のページ、１１ページをごらんください。一番下の行でございます。負債合計は

６３億１,７１７万６,３６０円でございます。 

続いて１２ページ、一番下から２行目をごらんください。資本の合計は２０億

１９万７,９０６円、負債資本合計は８３億１,７３７万４,２６６円でございます。 

次に、事業の報告をいたしますので、３枚めくられまして１５ページ、１６ページ

をお開きください。 
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２建設工事の概要について、主なものを申し上げます。 

まず、平成２７年度からの繰越事業の御説明をいたします。地方公営企業法第

２６条の規定による繰越額、繰越処分額でございます。 

これは、美東簡易水道硬度低減化施設整備事業、機械設備軟水化反応塔の工事でご

ざいまして、９,９５１万９,５２０円を執行いたしました。 

次に、現年度の上水道事業の御説明をいたします。 

平成２８年度の主なものは一番上と上水道事業では、平成２８年度の主なものは一

番上と２番目、入見配水池の増補改良工事でございます。２工事合わせまして

２,７１２万５,２８０円を執行しております。 

次に、３行目の内川配水池法面補修工事１,４６４万８,０４０円と上水道合計は

１１工事でございまして、下の合計のとおり５,２１４万４,９００円であります。 

次に、簡易水道事業では、この表をまとめまして主なものを申し上げますと、一番

上、簡易水道排水設備改良費の一番上にございますが、一番上の於福簡易水道拡張事

業（田代地区）工事が、上から４件、４工事ありますが、合計を申し上げますと

３,４６３万７,７００円でございます。 

その下の秋吉台配水池更新事業は、これも４工事あります。上から秋吉台配水池構

造工事の土木工事、その下の電気工事、配管工事、場内整備工事の４工事を合わせま

して１億３,５８８万１,２８０円でございます。 

次の簡易水道統合事業、四郎ヶ原・川東工事の６件ありまして、次の１７ページ、

１８ページ、上から３行目まででございます。６工事、土木配管電気工事等を行いま

した。合計は１億８７７万２,２００円でございます。 

次に、１７ページ、１８ページの４行目、簡水統合事業として、秋吉地域遠隔監視

装置更新事業が２,３００万４,０００円でございます。この工事によりまして、秋芳、

美東の監視システムが統一となりました。 

また、状況を上下水道局の事務室及び上水道の祖父ヶ瀬浄水場で監視できますので、

事業の統合ができたものと――できたものでございます。 

その下は、於福簡易水道及び厚保簡易水道の布設替えでございます。 

その下、中ほどでございますが、美東簡易水道水源増補改良事業は合わせて５工事、

上水設備及び導水管・配水管布設は５工事合計で、１億８２１万６,０００円でござ

います。 
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その下です。硬度低減化施設整備事業、場内配管、電気工事、通報監視設備、運転

調整等５件ありまして、７,５４４万５,５６０円でございます。 

その下からは、美東簡易水道の大田地区の配水管の布設替え、３工事合計

２,８２２万２,５６０円、秋吉地区の配水管布設替え、３工事合計３,５０９万

８,９２０円が合計４０工事を行っております。 

次のページ、１９ページ、２０ページをお開きください。簡易水道４０工事の合計

が下から３行目でございます。６億２６２万１,６４０円でございます。 

一番下の行でございますが、上水道、簡易水道合わせて５２工事、合計７億

５,４２８万６,０６０円を執行いたしました。 

では、次ぺージの２１ページをお開きください。業務の報告をいたします。 

まず、上の表でございます。上水道は事項の欄２番、年度末給水戸数は

４,９６０戸でございます。５番、年間給水量は下から３行目、１３５万９,７８１立

方メートルでございます。これは、前年度比９７.５％でございます。 

次に下の表、簡易水道でございますが、３つの簡易水道を合わせまして、２番給水

戸数が５,３１９戸、５番の年間給水量は１４１万７,７７２立方メートル、前年度比

が９８．１％になりました。簡水ごとの明細は、次ページ以降にお示ししてございま

すので、お目通しをお願いいたします。 

では、２９ページ、３０ページをお開きください。 

４会計（１）重要契約の要旨（５００万円以上）の表をごらんください。 

工事は先ほど説明いたしましたので、主な委託契約を御説明いたします。３０ペー

ジのほうになりますが、３０ページ表中ほど７行目からが委託料でございます。

３０ページ７行目祖父ヶ瀬浄水場更新の再構築基本設計業務が２ ,９９７万

２,１６０円、３つ行を下って簡水統合整備事業（上野・秋吉）の橋梁添架検討業務

が２件、配水池基本設計の３行目の合計で、この３つの合計で、２,７８１万円でご

ざいます。 

そのほかは、秋吉地区、綾木東部地区等の配水管布設替えに伴う測量設計を支出い

たしました。 

最後に、（２）起債及び一時借入金の状況を御説明いたしますと、（イ）企業債の

項でございます。平成２８年度の企業債の借り入れは、入見配水池増補改良、於福、

厚保、四郎ヶ原、綾木東部及び秋吉簡易水道の配水管布設替事業、美東簡易水道の配
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水管布設事業、於福簡易水道の田代拡張、美東簡易水道の増補改良、硬度低減化施設

整備、秋吉簡易水道の配水池更新、遠隔監視装置更新、簡易水道統合整備事業、（四

郎ヶ原・川東）、並びに簡易水道統合整備事業（上野・秋吉）に充当するため、上水

道事業債を４,２００万円、簡易水道事業債を２億８,０６０万円、過疎債２０２億

７,９６０万を発行をいたしました。２８年度末、期末の企業債残高は３４億

６,５２５万８,７５７円でございます。 

次ページから、財務諸表付属明細書をお示ししてございますので、また、決算概要

資料の最終ページにセグメントを報告しておりますので、お目通しをお願いいたしま

す。 

説明は以上でございます。 

○委員長（戎屋昭彦君）  説明が終わりました。本案に対する質疑はございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（戎屋昭彦君）  質疑なしと認めます。それでは、本案に対する御意見はご

ざいませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（戎屋昭彦君）  それでは、まず、議案第５９号を採決いたします。本案につ

いて、原案のとおり決することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（戎屋昭彦君）  全員異議なしと認めます。よって、議案第５９号は原案のと

おり可決されました。 

続いて、議案第６０号を採決いたします。本案について、原案のとおり認定するこ

とに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（戎屋昭彦君）  全員異議なしと認めます。よって、議案第６０号は原案のと

おり認定されました。 

次に、議案第６１号平成２８年度美祢市公共下水道事業剰余金の処分について、及

び議案第６２号平成２８年度美祢市公共下水道事業会計決算の認定についてを議題と

いたします。関連がありますので、執行部より一括して説明を求めます。三戸上下

水道局次長。 

○上下水道局次長（三戸昌子君） 黄色い背表紙の決算書をごらんください。議案第
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６１号平成２８年度美祢市公共下水道事業剰余金の処分について、及び議案第６２号

平成２８年度美祢市公共下水道事業会計決算の認定についての２議案を一括して御説

明をいたします。 

  まず、決算書の１ページ、２ページ目をお開きください。平成２８年度美祢市公共

下水道事業決算報告書でございます。 

  まず、収益的収入及び支出でございますが、上の表でございます。収入の消費税込

みの決算額は右ページでございます。６億７３１万２,１７２円になりました。この

うち、営業収益が１億５,８９６万７,５００円、営業外収益が４億４,８３４万

４,６７２円でございます。 

  下の表をごらんください。支出の表でございます。 

支出の消費税込みの決算額は、５億４,８８０万３,０２１円でございます。営業費

用が４億７,６４０万８,９１４円、営業外費用が７,２３９万４,１０７円でございま

す。この収支の結果、税込みの収支――税込みの収入支出の差額でございますが、

５,８５０万９,１５１円の収入の超過であります。 

  ３ページ、４ページをお開きください。資本的収入及び支出の御説明をいたします。 

  まず、収入でございますが、決算額は３億８,０６５万１,６１５円でございます。

内訳は企業債が５,４００万円、補助金が４,６４７万５,０００円、出資金が２億

７,７６４万円、受益者負担金が１８３万９,４００円、その他負担金が６９万

７,２１５円でございます。 

  では、下の表の支出の表をごらんください。 

  支出の決算額は、４億４,２８０万７,１８６円でございます。第１項の建設改良費

は、１億９３２万８,７１５円でございます。 

  次に、第２項企業債償還金が、３億３,３４７万８,４７１円です。左のページの下

に、補填について説明をしております。資本的収入額が資本的支出額に不足する額

６,２１５万５,５７１円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額の

４５３万３,６６２円、及び当年度分損益勘定留保資金５,７６２万１,９０９円で補

填をいたしました。 

  次に、財務諸表についての御説明をいたしますので、２枚めくられまして５ページ

からの損益計算書をお開きください。 

  平成２８年度美祢市公共下水道事業損益計算書でございますが、下から３行目の純
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利益をごらんください。 

  当年度の純利益は、５,３９７万５,４８９円でございます。これをその下の表の前

年度からの繰越利益剰余金の２億２,３０４万３,７７６円と合わせますと、当年度の

未処分利益剰余金は一番下の行でございます。２億７,７０１万９,２６５円でござい

ます。 

  次ページの６ページ、７ページをお開きください。剰余金計算書を御説明をいたし

ます。平成２８年度美祢市公共下水道事業剰余金の計算書でございます。ページ中ほ

ど上から５行目、下からも５行目でございますが、当年度変動額の行をごらんくださ

い。 

当年度変動額の合計は、一番右の列、３億３,２３１万２,７０４円でございます。 

内容を御説明いたしますと、下の行――その下の行でございます。一般会計出資金

の受け入れにより資本金が２億７,７６４万円の増加、下水道事業協力金の受け入れ

により、その他資本金が６９万７,２１５円増加、当年度純利益により未処分利益剰

余金が５,３９７万５,４８９円増加するものでございます。 

当年度未処分利益剰余金の合計は、一番下の行の右から３列目をごらんください。

合わせて２億７,７０１万９,２６５円であります。 

ここで、議案第６１号の平成２８年度美祢市公共下水道事業会計剰余金の処分につ

いて御説明をいたしますので、次のページの８ページをお開きください。 

剰余金処分計算書（案）でございます。今御説明しました未処分利益剰余金の当年

度末の残高は、一番右の列の一番上の行でございますが、２億７ ,７０１万

９,２６５円でございます。 

その中から、議会の議決により処分額を２億５,０００万円処分するものでござい

ます。内訳は減債積立金の積み立てが１億３,０００万円、建設改良積立金の積み立

てが１億２,０００万円でございます。 

処分後の未処分利益剰余金の残余には、一番右の欄の一番下でございますが、

２,７０１万９,２６５円になるものでございます。 

以上が、剰余金処分（案）についての御説明でございます。 

では、決算説明に戻りますので、次のページの９ページをごらんくださいませ。 

平成２８年度美祢市公共下水道事業の貸借対照表でございます。９ページ、右の列

の下から３分の１ほどの二重線の行をごらんください。年度末の資産合計でございま
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すが、年度末の資産合計は１０５億２,１４９万２,６９２円でございます。 

対しまして、次のページ、１０ページ、中ほどをごらんください。中ほどに負債合

計がございますが、負債合計は７７億３８６万９,０６０円でございます。このなか

には、繰延収益長期前受金５０億２,８１９万２,０７４円を含んでおります。 

ページ下から２行目、資本合計は２８億１,７６２万３,６３２円、負債資本合計は

１０５億２,１４９万２,６９２円でございます。 

では、１３ページをお開きください。事業の報告をいたします。 

２建設工事の概要でございます。平成２８年度事業の主な工事を御説明いたします

と、この表にありますように取付管及び公共桝工事が、この表にあげてますとおり

７件、吉則地区、麦川町下地区等の工事でございます。工事請負費が合計――工事請

負費合計というところでございますが、合計が２,０６４万３,１２０円でございます。 

委託料は美祢市浄化センター改築更新工事の反応タンク及び脱水機補機設備を更新

しております。これが８,４５０万円でございます。そのほかには、万倉地地区枝線

管渠布設実施設計業務を行っておりまして、１７２万８,０００円でございます。委

託料の合計が８,６２２万８,０００円、工事請負費と委託料の合計は１億６８７万

１,１２０円でございます。 

次に、１４ページをごらんください。業務の報告をいたします。 

一番上の年度末処理区の面積でございますが、２８年度のところです。６２６．

７１ヘクタールでございます。一番右の列にありますように、前年度との比較――そ

の隣の列にありますように――済みません、失礼いたしました。前年度との比較をい

たしますと、０．２９ヘクタールの増加でございます。 

２番目の年度末管渠整備延長は、１１万４,００５メートルでございます。 

では、６番目におりていきまして、年度末の水洗化戸数は３,５９４戸、昨年より

８戸増加しております。 

７番目の年間処理水量は１１０万７,７５１立方メートル、１万１,３６６立方メー

トル増加しております。年間有収水量は、９１万８,１００立方メートルでございま

して、前年度に比べ８,３６２立方メートル減少しているものでございます。 

では、１７ページをごらんください。 

４、会計（１）重要契約の要旨でございますが、先ほどの工事請負費と委託料の説

明と重なりますので、説明は省略し、（２）起債及び一時借入金の状況を御説明をい
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たします。 

企業債は浄化センター改築更新工事等に充当するため、下水道事業債を

２,７００万円、過疎債を２,７００万円を発行いたしました。合計が５,４００万円

でございます。 

また、当年度償還金は下から２行目の行でございますが、３億３,３４７万

８,４７１円でございまして、２８年度末の企業債残高は２５億６,５７１万

２,６５０円になりました。 

次ページからは、財務諸表の附属明細書をお示ししておりますので、お目通しをお

願いいたします。 

以上、御説明申し上げました。 

○委員長（戎屋昭彦君）  説明が終わりました。本案に対する質疑はございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（戎屋昭彦君）  質疑なしと認めます。それでは、本案に対する御意見はご

ざいませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（戎屋昭彦君）  それでは、まず、議案第６１号を採決いたします。本案につ

いて、原案のとおり決することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（戎屋昭彦君）  全員異議なしと認めます。よって、議案第６１号は原案のと

おり可決されました。 

続いて、議案第６２号を採決いたします。本案について、原案のとおり認定するこ

とに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（戎屋昭彦君）  全員異議なしと認めます。よって、議案第６２号は原案のと

おり認定されました。 

次に、議案第６３号平成２８年度美祢市病院等事業会計決算の認定についてを議題

といたします。執行部より説明を求めます。古屋経営管理課長 

○経営管理課長（古屋壮之君） それでは、議案第６３号平成２８年度美祢市病院等事

業会計決算の認定についてを御説明させていただきます。 

  資料につきましては、白い背表紙の決算書並びに決算附属説明資料を用いて説明さ
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せていただきます。 

  まず、決算書の２ページをお開きいただければと思います。 

  最初に美祢市病院等事業会計の決算総計について御説明申し上げます。 

まず、収益的収入及び支出についてでありますけれども、収入におきまして、第

１款病院事業収益が決算額３２億８,１６７万１,１６４円となりまして、予算額に対

して１億１,４５０万２,８３６円の減となったところでございます。 

続いて、第２款介護老人保健施設事業収益では、決算額３億６,７７９万

３,４１９円で、予算額に対して１,０２７万６,５８１円の減となったところでござ

います。 

最後に、第３款訪問看護事業収益では、決算額が４,２４３万５,７１９円で、予算

額に対して４５２万８,２８１円の減となったところでございます。合計いたします

と、収入決算総額３６億９,１９０万３０２円となったところでございます。 

一方、支出におきましては、まず、第１款病院事業費用が決算額３４億

２,８２９万９４２円で、不用額が１億３,６３９万２,０５８円となったところでご

ざいます。 

続いて、第２款介護老人保健施設事業費用が、決算額３億６,１８０万２,０６０円

で不用額が８１７万５８０円となったところでございます。 

最後に、第３款訪問看護事業費用、こちらにつきましては、決算額３,９７３万

１,５６２円で、不用額は６４６万９,４３８円となっております。合計いたしますと、

支出決算総額は３８億２,９８２万４,５６４円となったところでございます。 

この結果、収入支出の差し引きにつきましては、ここでは出ておりませんけれども、

１億３,７９２万４,２６２円の損失となったところでございます。 

次に、資本的収入及び支出についてでございます。４ページをお開きいただきたい

と思います。 

まず、第１款病院事業資本的収入が、決算額２億６,７３４万９,０００円、予算額

に対して１,０６２万５,０００円の減となったところでございます。 

続いて、第２款介護老人保健施設事業資本的収入につきましては、決算額

３,３３９万円、予算額に対して２４０万円の減となったところでございます。これ

らを合計いたしますと、決算額は３億７３万９,０００円となったところでございま

す。 
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一方、支出におきましては、第１款病院事業資本的支出が、決算額４億

１,７８７万１,７０５円となりまして、不用額は１,３１２万３,２９５円となったと

ころでございます。 

次に、第２款介護老人保健施設事業資本的支出は、決算額３,２８６万７６７円と

なりまして、不用額は２４２万４,２３３円となったところでございます。合計いた

しますと、決算額は４億５,０７３万２,４７２円となったところでございます。 

この結果、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額１億４,９９９万

３,４７２円、こちらにつきましては、過年度分損益勘定留保資金で補填したところ

でございます。 

続きまして、病院等事業の施設ごとにみた平成２８年度経営状況につきまして、御

説明をしたいと思います。 

こちらのほうは、決算概要説明資料のほうをごらんいただければと思います。 

まず、概要説明資料の３２ページをお開きいただければと思います。 

はじめに、美祢市立病院の決算状況についてであります。 

まず、病院事業収益につきましては１８億８,８６２万６４０円、対前年度比で

５,５３６万８,９９５円、２．８％の減となったところでございます。このうち、病

院医業収益につきましては１５億５ ,５０１万１ ,８３１円、対前年度比で

３,２１４万１,９７２円、２％の減となったところでございます。 

なお、病院医業収益のうち、入院収益につきましては９億６,０６１万９,１１６円、

入院に係る診療単価の減等によりまして、対前年度比７１７万７,８８１円の減。ま

た、外来収益につきましては４億３,４９８万７,６４５円で、こちらにつきましては、

外来患者数の減少によりまして、対前年度比１,８２５万９,９３２円の減となったと

ころでございます。 

患者数につきましては、まず入院について、延べ患者数が４万５８５人、１日平均

で１１１．２人で、対前年度比１,３１３人、１日平均では３．９人の増をみたとこ

ろでございます。 

また、外来につきましては、延べ患者数が３万９,７００人、１日平均１５８．

９人で対前年度比４,０３０人、１日平均では１６．２人の減となったところでござ

います。 

その他医業収益につきましては、１億５,３９０万５,０７０円で対前年度比
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６７０万４,１５９円の減となっております。 

次に、病院医業外収益につきましては、３億１,２９９万５,６４９円、対前年度比

３,６５３万７,８５９円の増をみております。 

次に、病院経営改革事業につきましては、２,０６１万３,１６０円で、こちらのほ

うは管理経費となっておりまして、市からの繰入金並びに管理者人件費のうち、両病

院からの負担金で賄われております。 

病院医業外収益のうち、一般会計からの繰出金であります他会計補助金、負担金と

病院経営改革事業収益につきましては、平成２８年度から特別地方交付税の算定に伴

いまして、繰り出し項目の再編を行った結果として、市立病院はもとより、美東病院

のほうでも大幅な変動が出ておるものでございます。 

一方、支出におきましては、病院事業費用は２０億８,７４３万１,３４７円、対前

年度比３,６０６万５,７６９円、１．７％の減となっております。このうち、病院医

業費用につきましては１９億５,９３０万５,１７１円、対前年度比１,５３２万

７,９１１円の減となっております。 

次に、病院医業外費用につきましては６,３４４万４,４３４円、対前年度比

４１４万４,４８０円の減をみております。 

続いて、病院経営改革事業費用につきましては６,４６８万１,７４２円、対前年度

比８８９万８６０円の減となっております。 

以上の収支を差し引きました１億９,８８１万７０７円が、美祢市立病院におきま

しての当年度の純損失になったところでございます。 

続いて３３ページ、こちらのほうは、美祢市立美東病院の決算状況でございます。 

まず、病院事業収益では、１３億９,７９８万１,２９７円、対前年度比３３６万

５,００５円、０．２％の減となっております。 

このうち、病院医業収益につきましては１０億６,５１３万１,５０３円で、対前年

度比３０９万７,４２５円、０．３％の減をみております。 

なお、病院医業収益のうち、入院収益におきましては７億４,３１２万４,１１４円、

対前年度比、入院患者数の増によりまして６８９万９,２８２円の増、また、外来収

益につきましては１億９,５４３万２８０円、こちらは外来患者数の減によりまして、

対前年度比１,９３８万７,０６０円の減をみたところでございます。 

患者数につきましては、延べ入院患者数が３万１３４人、１日平均で８２．６人、
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対前年度比で９４６人、１日平均で２．９人の増、また、外来患者数につきましては、

３万１４人、１日平均で１２４人、対前年度比で２,６６２人、１日平均で１１人の

減となったところでございます。 

その他医業収益につきましては１億２,６５７万７,１０９円、対前年度比９３９万

３５３円の増となったところでございます。 

次に、病院医業外収益につきましては、３億３,２８４万９,７９４円、対前年度比

２６万７,５８０円の減となったところでございます。 

一方、支出におきましては、病院事業費用は１３億４,６１５万３,３７８円、対前

年度比９９０万１,３３０円、０．７％の減となったところでございます。このうち、

病院医業費用につきましては１２億７,３２３万５１２円で、対前年度比２,０４６万

６９円、１．６％の減をみたとこでございます。 

次の、病院医業外費用につきましては５,９９６万１,１９２円で、対前年度比

２４０万２,９３５円の減となったところでございます。 

続いて、病院経営改革事業費用につきましては１,２９６万１,６７４円、これは先

ほども申しました繰り出し項目の見直しに併せて、経営改革事業費用のうち美東病院

に相当する管理部人件費を、市立病院の会計のほうから移行させたものでございます。 

以上の収支差し引きによりまして、美東病院では、５,１８２万７,９１９円の当年

度純利益をみたところでございます。 

続きまして、３４ページをごらんいただければと思います。 

こちらのほうは、介護老人保健施設グリーンヒル美祢の経営状況についてでござい

ます。 

まず、介護老人保健施設事業収益につきましては、３億６,７３９万７,９３０円、

対前年度比１４１万３,１０６円、０．５％の減となっております。その内訳といた

しましては、入所運営事業収益は３億５５７万４,３０５円、これは入所者に係る報

酬単価の増に伴いまして、対前年度比１５３万４,８８０円、０．５％の増をみたと

ころでございます。 

次に、通所運営事業収益は４,４２７万９,６１７円、こちらのほうは通所者にかか

る報酬単価の減に伴い、対前年度比で９５万３,７３６円、２．１％の減をみており

ます。 

利用者数につきましては、まず、延べ入所者数は２万４,９５９人、１日平均では
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６８．４人、対前年度比で９２人の減となっております。 

 次に、通所者数は延べで４,４３５人、１日平均１８．３人、対前年度比で９９人、

１日平均では０．５人の増をみております。 

 次に、運営事業外収益は１,７５４万４,００８円で、対前年度比１９９万

４,２５０円の減となっております。 

 一方、支出におきましては、介護老人保健施設事業費用が３億６,１６４万

７,０１１円、対前年度比で１９６万９,５２４円の増となったところでございます。 

 以上の収支を差し引きしました結果、５７５万９１９円が当年度の純利益となった

とこでございます。 

 次の、３５ページが訪問看護ステーションの経営状況でございます。 

 まず、訪問看護事業収益につきましては、４,２３８万７,２０８円で、対前年度比

３７万３,１１６円、０．９％の増となっております。このうち、訪問看護事業収益

は３,９９０万３７７円、対前年度比３４万１,８１３円、０．９％の増をみておりま

す。 

 利用者数につきましては述べ４,９０８人、１日平均では２０．２人、対前年度比

では３７０人、１日平均で１．５人の増となったところでございます。 

 次に、訪問看護事業外収益につきましては２４８万６,８３１円、対前年度比３万

１,３０３円の増となったところでございます。 

 一方、支出についてでございますが、訪問看護事業費用は３,９６８万３,０５１円、

対前年度比で４０７万１,０２８円、９．３％の減となっております。 

 このうち訪問看護事業費用は３,９２５万６,５８０円で、対前年度比４００万

３,６５０円、５．７％の増となっております。 

 そして、訪問看護事業外費用は４２万６,４７１円、対前年度比で６万７,３７８円

の減となったところでございます。 

 以上の収支を差し引きました結果、２７０万４,１５７円が訪問看護事業におきま

す当年度の純利益となったところでございます。 

 以上で、説明を終わります。 

○委員長（戎屋昭彦君）  説明が終わりました。本案に対する質疑はございませんか。 

山中委員。 

○委員（山中佳子君） 決算書１５ページになります。 
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財政状況ということで市立病院だけが純損失を出していらっしゃいます。美東病院、

グリーンヒル、訪問看護ステーションは純利益となっております。 

  特に、病院を比較しますと市立病院は１億９,８８１万７０７円の純損失、美東病

院は５,１８７万７,９１９円の純利益となっております。 

  外来患者の減少が原因だというお話もありましたが、そのほかの原因といいましょ

うか、どうして外来患者がこれほど減っていると分析されているかお聞きしたいと思

います。 

○委員長（戎屋昭彦君）  執行部のほう……安村病院事業局管理部長。 

○病院事業局管理部長（安村芳武君） 概括的な説明になりますが、プランにお示しし

たように、少なくとも美祢の医療需要はあるという中で減少傾向にあるのは、どうし

ても病院以外の所に行かれているというところであります。 

  で、その一つは、従来、プランにも書いておりましたけど、やはり患者さんが来ら

れるにあたって、あそこに行けばよく診てもらえるといったようなかたちの診療とい

うことに、今、なっていないんじゃないかというのを、一つ仮説として考えておりま

す。 

  そこで、プランの中で、そういったところを改善していこうというふうに、今、つ

なげていくところです――いこうと、考えておるとこなんですけど。 

  細々いろんなことの積み重ねということはあると思いますけど、医師そのものが、

非常に少ないっていったことももちろんありますけど、患者さんが来られたときの対

応であるとか、あるいは、それぞれの施設であるとか、開業医の皆さんとの関係であ

るとか、そういったところで、いろんな連携を深めておりますけど、まだ、足りない

部分があるんじゃないかというふうに考えております。 

○委員長（戎屋昭彦君）  よろしいですか。山中委員。 

○委員（山中佳子君） ２７年度を見ましても、１億８,０００万近くの純損失が市立

病院は出ております。美東病院は４,５００万円の純利益、前年度ですね。 

  このたびの監査決算審査意見書、これ５６ページにおきまして、下から７行目です

か、昨年度から美祢市立病院の外来患者数が大幅に減少をみせている。このような変

動要因についても分析・検証に努め、早急な対策をとることも自治体病院として必要

なことと考えるという意見も添えられております。 

  平成２９年３月に新美祢市病院改革プランもできておりますので、これからの改革



- 18 - 

に期待したいと思いますが、この決算書の１５ページにもありますが、最後の２行、

「今後も、市民のニーズに応えながら、債権の管理を徹底するとともに事業全体の経

費の見直しを図るなど、効率的な経営を行ってまいりたいと考えております。」これ、

昨年度も全く同じ文言が使われております。来年度はこの文言が変わりますように期

待しております。 

  以上です。 

○委員長（戎屋昭彦君）  その他、質疑ございませんか。髙木議員。 

○委員（髙木法生君） １件ほど、お伺いをしたいと思います。この、公営企業会計決

算審査意見書の中の６６ページでございます。２６年度からちょっと見てみますと、

下から６行目ですか、損益勘定留保資金が約１２億４，４８８万９,０００円ござい

ます。これが、原因はですね、平成２６年度新会計制度の移行に伴いまして、その他、

未処理――未処分利益剰余金の変動額を計上したことに加えて、８億６,９００万ば

かりの純損失が発生したということで、一番下の約３億８,０２３万４,０００円とい

うことで、大変少なくなったわけでございます。 

  それから２７年度、２８年度と推移しまして、２８年度末は約５,９２２万円です

か、この数字に激減しておると。底をつきそうになってきたというところであろうか

と思います。 

  このことがまた、来年も赤字等が多少でも続けばですね、この辺の問題が大変重要

視されてくるんじゃなかろうかと思います。補てん財源が無かったら、現金、あるい

は預金でですね、カバーせんにゃならんと。そうすると、流動資産が減ってまいりま

して、今はまだ６億ばかり流動資産のほうが上回っておりますからよろしいんですけ

れども、これが逆転いたしますと、不良債務が発生するということで、不良債務が発

生すると国からの制限があって、１０％以上になると起債が借りにくくなると、経営

健全化計画を立てんにゃいけんというような状況にもなってまいりますので、早めに

いろんな手当をしておかなければならないと思いますが、そういったことで、今後ど

うやって推移、取り組みをされるのか、この辺のことが分かれば教えていただきたい

と思います。 

○委員長（戎屋昭彦君）  古屋経営管理課長。 

○経営管理課長（古屋壮之君） 髙木委員の御質問にお答えしたいと思います。 

委員御指摘のとおり、この補填財源、こちらのほうが枯渇してくると、当然、病院
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ですから、施設だったり、医療機器の更新、設備投資等への制約が当然生じることに

なります。一応、こちらの今年の３月に策定しました改革プラン、この基本方針に基

づきまして、各施設において、とにかく患者を受け入れるといった体制での患者増に

よる収益増、また、費用削減という面もございます。 

参考までにこちらの本年度の新しい取り組みとして申し上げますと、今、中四国全

体の自治体病院をもって、今、岡山市立市民病院、こちらのほうが医薬品の共同購入

を行って、値引き率を引き上げようという動きがあります。その値引き率、現在の市

立２病院には約１４％の水準ですけれども、岡山市立市民病院さんでは、中四国全体

で２０％の値引き率を目指そうと、今されております。そちらのほうにも市立２病院、

当然、参画するように今準備を進めております。  

  そういったこともありつつ、あと、市立病院のほうでは、平成２１年度に施設整備

に要した起債の借り換えを行っております。こちらのほうが大体１年間での償還が、

８,８００万円強の額となっておりますけれども、こちらが３１年の９月で償還が完

了するという動きもあります。 

  そういったことを踏まえまして、今、改革プランでは、平成２９年から３２年度ま

での４年間の収支計画をつくっておりますけれども、先ほど申しました患者増による

収益増、また、費用削減に向けた取り組み、こちらでとにかく計上収支状況を改善し

よう、していこう、そういったことの積み重ねで、目標年次の３２年では、できれば

３億から４億程度の損益勘定留保資金の増勢に努めてまいりたいというふうに考えて

おりますので、申し添えたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（戎屋昭彦君）  髙木委員。 

○委員（髙木法生君） ありがとうございます。 

この決算概要を、ちょっと見てみましたら、材料費が美祢市立が少し比率が高かっ

たかなと思っています。これは、薬品費というか、院外処方ですかいね――院外処方

じゃない――院外処方、そしたら、ちょっと、あんまり美東病院とはちょっと差がで

すね、１０．１と十七点いくらか。７％ぐらい材料費が高いですよね。その辺の問題、

先ほど話をされたので、今後またしっかり取り組みをされると思います。 

  それと、今後ですね、資本的収支の差が大変広いですいね。企業債につきましては、

建設改良費とあまり差がないんで、起債から入れる医療器械が多いからだろうと思う
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んだけど。企業債、償還金ですね。これが、負担金とは格差がある。繰り出し基準を

償還金の３分の２以下と決められておるかと思うんですけれども、この辺をあんまり

差を縮めようと思えば、５分の４にするとかですね、そういったことで、ここのあま

り差をつけないようにしておかないと、今後大変なことになるんじゃなかろうかとい

う気もいたしております。 

  その辺の、また取り組みというか、見直しも必要じゃなかろうかと思います。しっ

かり公益企業会計ということで、健全経営をよろしくお願いしたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（戎屋昭彦君） 古屋経営管理課長。 

○経営管理課長（古屋壮之君） 髙木委員の御要望におきましては、今後ともしっかり

努力してまいりたいと考えております。 

  なお、先ほどの市立病院と美東病院との材料費の格差ですけれども、特に市立病院

は、今、透析センターを今運営しております。そちらの関係の材料費というところが

大きく影響しているものというふうに申し添えておきます。 

  以上です。 

○委員長（戎屋昭彦君） 竹岡委員。 

○委員（竹岡昌治君）  済みません。監査委員は意見書を出してますんで、発言ができ

ませんから黙っていたんですが、髙木委員が質問――今質問したのは、もう一つあっ

たと思うんですが。例えば、もうちょっとわかりやすく説明していただきたいのは、

２８年度末が５千数百万の留保財源に対して、２９年度の資本的収支はいくら使うと

いうことになっていたんだろうかなと。 

で、それが賄えるかどうかという趣旨も入っていたと思うんですが、その辺のお答

えはなかったような気がするんですが。 

  たしか２９年度予算は、１億数千万あったと思うんですね。それをその

５,８００万の留保財源で、どういうようなあれができるんかという質問だと思うん

です。 

  したがって、現金は６億数千万あるから、それを使っても賄えるんですが、将来的

に２９年がまずどうなるんかと、それから将来的にどうなるんかという質問だったと

思うんですが。もう少しわかりやすい説明をしていただいたらなと思うんですが。 

○委員長（戎屋昭彦君）  古屋経営管理課長。 
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○経営管理課長（古屋壮之君） 竹岡委員の御指摘でございますけれども、このたびの

議会におきまして、病院等事業会計の補正予算第１号を提出させていただいておりま

す。これは、同じく白い背表紙のほうになるんですけれども、こちらの概要説明資料

の１６ページをごらんいただければと思います。 

こちらのほう、今現在での補てん財源計算書になりますけれども、一応こちらのほ

うでは、資本的支出ということで、約７億２,０００万弱の支出を予定しております。 

  これに対して、当然、３条予算、収益的収支が改善するものと、今、努力をしてお

りますけれども、そういったことを前提といたしまして、約１億３,７００万円の補

てんを行うかたちとなっております。 

  今後、３０年度以降の資本的……建設改良費等の支出の状況ですけれども、美祢市

立病院では約２億……３０年度では約２億４,０００万、３１年度以降で１億

７,０００万円程度、また、美東病院では３０年度で約３億、３１年度以降で約２億

強の資本的支出を予定しております。 

  こういったことの――こういった予定を前提といたしまして、とにかく患者増、患

者の受け入れ、特に外来のほうですけれども、外来から入院へつなげるようなかたち

での収益改善を行っていく中で、繰越損益勘定留保資金の増勢に努めてまいりたいと

考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（戎屋昭彦君） よろしいですか。（発言する者あり）その他質疑ございませ

んか。三好委員。 

○委員（三好睦子君）  数点お尋ねいたします。私の記憶にないのかもしれませんが、

今医師不足対策で、平成２４年頃に初期診療室が開設されたように思いますが、その

後の経過についてお尋ねします。これは何か報告があったでしょうか。 

  それと、もう１点は、医療費の未収金が多いのですが、意見書の５８ページと

６０ページにありますけれど、この原因は何と思われますか。この中では、患者さん

の生活が大変だとか、働いていたけれど健保とか――協会健保とかに加入していたが

その後失業したり、離職で国保に加入手続きをとっていなかったために、無保険の患

者さんがあるのかなとか思いますが、どのようになっているのでしょうか。お尋ねい

たします。 

○委員長（戎屋昭彦君）  古屋経営管理課長。 
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○経営管理課長（古屋壮之君） 三好委員、済みません。ちょっと、１点目の質問がよ

く聞こえなかったんで、もう一度よろしいですか。 

○委員（三好睦子君）  あのうですね……。 

○委員長（戎屋昭彦君）  三好委員一つずつ、あの……。 

○委員（三好睦子君）  一問一答で。 

○委員長（戎屋昭彦君）  一問一答っていうか、全部言われると、回答も困りますんで。

執行部の方が答えられやすく一問一答でお願いできたらと。三好委員。 

○委員（三好睦子君）  初期診療室というのがありましたが、その後の経過をお尋ねし

ます。 

○委員長（戎屋昭彦君）  はい、古屋経営管理課長。 

○経営管理課長（古屋壮之君） 三好委員の御質問にお答えしたいと思います。 

現在、美祢市立病院、言われるように初期診療室、美祢市立病院に置いております。

こちらのほうは、平成２４年だったと思いますけど、文科省の補助事業を使う中で、

山大の協力を得て美祢市立病院のほうに設置したところでございます。 

  ただこれは、単年度の補助事業だったということでありますけれども、それ以降も

山口大学医学部救急学講座のほうから、週１回診察をしていただいておる状況にあり

ます。 

  初期診療室のほうは以上でございます。 

○委員長（戎屋昭彦君）  はい。次の……。 

○委員（三好睦子君）  ありがとうございました。次は、意見書の中の５８ページと

６０ページなんですが、医療費の未収金――済みません。未収金でしたかね。が多い

んですが、原因はいろいろあると思いますが、その中で保険に入っていない、無保険

の方があるのではないかと思うのですが、これはどうでしょうか。 

○委員長（戎屋昭彦君）  三好委員、これは先だって一般質問でも、本会議でもありま

したように、その時期の締めのずれ等があるかと思いますけど、未収金のものについ

て……。 

○委員（三好睦子君）  時期的なものがあるということですが、私が問題にしたいのは、

保険証がなくて……無保険の方があるのではないかと思ったんですが。その点はどう

なんでしょうか。 

○委員長（戎屋昭彦君）  執行部のほう、今の三好委員の質問はおわかりになられまし
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たでしょうか。 

  三好委員、今の御質問については、保険証がない方が病院に行って受診されたとき

に、費用を支払いをしてないかというような質問ですか。 

○委員（三好睦子君）  未収金が多いので、そういったことが原因であるのではないか

と思ったんですが、原因についてお尋ねします。保険証がなくてっていうことがある

のかどうかをお尋ねします。 

○委員長（戎屋昭彦君） 今、執行部のほうでお答え、ちょっと困っていらっしゃるか

もわかりません。今、多分三好委員のほうは、保険証がなくて病院のほうで支払いが

できなくて、そのあたりでの未収金が入っているんじゃないかという質問だと思いま

す。ちょっと、私はこの未収金の意味とは、ちょっと違うと思うんですけど。そのあ

たり病院のほうで、保険証のない方が受診されたときの支払いについて、未収がある

かどうかのとこだけお答え願えたらと思います。 

古屋経営管理課長。 

○経営管理課長（古屋壮之君） 未収金となっているなかで、無保険の方がおられるか

ということだと思いますけれども。一応、今考えるなかでは、そういった方は、まず

おられないんじゃないかと。もしあるとすれば、外国人観光客の方が、急遽かかられ

たというようなケースぐらいしか、考えられないんじゃないかというふうに思います。 

  以上です。 

○委員長（戎屋昭彦君）  じゃあ、もう１件。三好委員。 

○委員（三好睦子君）  ありがとうございました。私が思うには資格証とかで、始めに

全額払って、払わなければならないと。そういったことが、未払いにつながるのでは

ないかと思ったのでお尋ねしました。 

  それから、決算書の中ほどの１８ページなんですが、中ほどに健康診断の数字が載

っておりますが、これは、美祢市は健康診断率がよくて県内でトップなんですが、集

団検診もカウントされているのでしょうか。病院だけでなくて、地区でやる集団検診

も入っているかどうかをお尋ねします。 

○委員長（戎屋昭彦君）  古屋経営管理課長 

○経営管理課長（古屋壮之君） 三好委員の御質問ですけれども、ここに健康診断、予

防接種等挙げております。 

  美祢市立病院、美東病院、それぞれ各地域の集団検診等の受け入れといいますか、
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業務請負を行っておりますので、そちらの件数がここに挙がっておるものと思います。 

  以上です。 

○委員長（戎屋昭彦君）  はい、ここで、大変申し訳ありません。ここで、１１時まで

ちょっと、暫時休憩したいと思います。よろしくお願いします。 

    午前１０時４８分休憩 

    癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

    午前１１時００分再開 

○委員長（戎屋昭彦君）  休憩前に続き、委員会を開きます。古屋経営管理課長。 

○経営管理課長（古屋壮之君） 先ほどの、三好委員の決算書１８ページの健康診断の

件数の件で、集団検診等の件数が含まれているかというところで、含まれていますと、

答弁させていただいたところでございますが、ここに挙げている件数につきましては

市立病院、美東病院ともに、院内で行う検診の件数を挙げています。 

  参考までに、院外で行う住民健診等でございますけれども、大体市立病院、美東病

院ともに、約８００件程度の件数は毎年こなしておるところでございます。 

  以上です。 

○委員長（戎屋昭彦君）  その他、質疑ございませんか。安冨委員。 

○委員（安冨法明君）  一点だけ、お伺いをいたします。監査意見書の５６ページを―

―結びを見ておるんですが、こういうふうに書いてあります。 

  「本会計は自治体病院事業で医業を主体とするものであることから、資本金や欠損

金のみによって、病院等事業全体を判断するべきではないと考えるが、企業会計とし

て常日頃から経営健全化に取り組むことは必要なことであり、また本市のような中山

間地域の地域医療を今後も継続可能なものにすることが自治体病院の使命である。」

というふうに記載がしてあります。 

それで、そのとおりだと思うんですが、先ほどから、いろいろ議論がある中で、会

計上の技術といいますか、テクニックとかで改善できるようなものがあれば、当然、

それはやってもらわなきゃならないと思うんですが、簡単だと思うんですが。 

  どうも、資金不足といいますか、足りなくなってくるよというふうな状況にあるこ

とも事実で、一番最初に山中委員が言われた、決算概要の中へ出てくる美東病院にお

いては、当年度純利益が５,１８０万か。市立病院においては、１億９,８８０万の赤

字が出てると。これがまあ、こういう傾向が続いているというのも事実ですよね。 
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  それで、美東病院にあって、市立病院にないものが何かあるんじゃないかっていう

ふうに、我々感じるんですよね。それが直接その病院経営に、例えば、先ほどの説明

の中にもありましたように、医療需要って言いますか、その需要はあるんだけれども、

どうも来ていただけないよっていうふうな答弁もあったと思うんですよね。そういう

状況で、ずっと推移をしておるんですが、言いましたように、二つの病院が何が違う

のか。何がどっちに足りなくてっていうふうなところですよね。どういうふうに自主

的に経営をされている立場からして、感じておられるのかをお伺いをしたいと思いま

す。 

○委員長（戎屋昭彦君）  安村病院事業局管理部長。 

○病院事業局管理部長（安村芳武君） 市立病院と美東病院、それぞれ個性をもってお

りますけど、大きく違うところっていうのは、今、それぞれの市民の方の受け止めと

して、美東病院が非常にアットホームであるという受け止めをされてます。 

  そういったところは、受け止めの問題としては、そういったところがあるんであろ

うというふうに推測はしております。 

ただ、先ほど山中委員にお答えしたなかで、ちょっと説明不足だった点がありまし

て、この両病院とも、実際に両病院が診れる患者さんが、十分には来ていないという

ことは、その原因は一つは、それぞれの病院が何ができるかというのを、十分に理解

していただいてないんじゃないかっていうことがあります。 

  それはなぜ、そう思うかと言いますと、今年度に入ってプランに基づいて、いろん

な広報……ＭＹＴを使った特別番組であるとか、市の広報を使ったもので、それぞれ

周知を図りつつありますけど、それぞれの病院が何ができるかについて、少しずつ理

解していただいて、テレビを見たから来ましたと。広報でこういうことできると分か

ったから来ましたという患者さんが少しずつふえているというところがあります。 

  で、一つには、十分この病院二つ――市に二つの病院があって、非常に大きな価値

をもっている、このそれぞれの病院の機能ですね、役割っていうのをどこまでわかっ

ていただけてるか。より美東のほうがわかっていただいておるかもしれませんけど、

美東もまだまだふえると思います。 

で、市立はもっともっとふやさんにゃいけんし、先ほどから、お話出ておりますよ

うに、資金が非常に底をついてきているっていう、非常に危機的な状況の中で、そう

いった役割を十分に果たしていくしかないと思っております。 
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  で、その役割を果たすためには、十分、市民の方に何ができるかを理解していただ

きたいし、その機能を高めるために日々さまざまな仕組みをつくろうと、実際に全職

員が一生懸命頑張っているという状況であります。 

ちょっと今、お答えになりましたか、お答えになっていますか、ちょっとわかりま

せんが。 

○委員長（戎屋昭彦君）  安冨委員。 

○委員（安冨法明君）  やっぱり経営側として、今のような私の問いにですね、お答え

になりましたかって、なりましたかねっていうことじゃあ、やっぱりいけないと思う

んですよね。やっぱり、十分に市民に――要するに、市民の方が二つの病院にきちん

と行っていただく。で、片方は何とか黒字になっていくよと、片方は、何て言うんで

すかね、あんまり……私は美東病院しか行ったことありません。ですから直接、個人

的な……その何て言いますかね、感覚的にこっちがこうでどうのっていうのは比べる

ことはできません。 

  でも、聞いてる限りではですね、以前にも末永委員かな……からのあれもあったと

思うんですが、どうもひとつ、市民病院のほうの受けがよくないようなことをお聞き

をします。 

ですから、そういうところをですね、まず、できることっていうことは、そういう

ことは、技術的なドクターが足りないとか、看護師さんが足りないよっていうのは厳

しい中ではあるかと思うんですが、取り組めると思うんですよね。意識の改革ですか

ら。だからその辺は、ぜひ、十分に、優先的に十分にやっていただきたいというふう

に思います。 

○委員長（戎屋昭彦君）  髙橋病院事業管理者。 

○病院事業管理者（髙橋睦夫君） 先ほど、安村部長が言ったことに、ちょっと補足を

させていただきますけれども。私の考えも含めてですね。 

  確かに、今委員がおっしゃられたように、医者の意識改革が一番やっぱり必要じゃ

ないかと思っております。とにかく、市民が受診したい病院、あそこの病院に行った

ら何とかしてくれるというような。医者がもっとですね、本当いうと、サービス精神

みたいなものを発揮して、現在、医業というのはサービス業であるということを、少

し認識不足の点が市立病院の医師の中にあるんかもしれないなと。で、その辺をもっ

とこう、私がトップダウンで意識改革をしていこうというふうに思っております。 
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それともう一つは、やはり医師をですね、常勤医師をもうちょっとふやすと。整形

外科医とかですね、今の病院に専門――いろいろ外科とか内科とかありますけど、そ

れ以外の科の常勤をふやす。やはり収益を上げるためには、やっぱり医者が患者さん

を診て、それがまず第一でありますので、医者をあと二、三人ぐらいふやしたいなと

いうふに思っております。 

以上です。 

○委員長（戎屋昭彦君）  その他、質疑はございませんか。末永委員。 

○委員（末永義美君）  質問する前に、今のお話の中であったように、私も前言いまし

たけども、意識改革。これ大事ですけども、すごく難しい問題でして、医師としての

資質とかもありますし、本当に思いやる気持ちがあるか。それを病院側サイドが、ど

う教えるというか、お願いするというか、また待つか。でも、そこは何とかクリアし

てほしいんですね。前のように、患者と一度も目を合わせないで、淡々と診療する方、

どこかが痛いと言ったら、みんなどこかが痛いんですよっていう言葉を返されちゃう

医師。どうか、時間をかけてほしい部分と、でもきょうも治療にお伺いしている患者

さんがいますので、どこかはじっくりと、でも、どこかは急速にお願いしたいという

ことを、ちょっと添えてですね。 

  決算概要説明書の資料の中にありました３４ページ以降の――失礼、３２ページ以

降ですね、美祢市立病院と美東病院、あと、グリーンヒル、介護老人保健施設ですか、

そして訪問看護ステーション、この中の給与の面で、各病院とグリーンヒルまでは、

福祉職の給与及び手当がふえているんですね。これは例えば、雇用形態の変化とか、

また、雇用環境の改善があったのか、これはどのような背景があるのかということを、

まず、お伺いします。 

○委員長（戎屋昭彦君）  古屋経営管理課長。 

○経営管理課長（古屋壮之君） ただいまの末永委員の御質問についてであります。 

  特段、美祢市立病院、美東病院、グリーンヒル、訪問看護と美祢市病院事業局を担

っている施設でありますが、基本的には、一般職と変わらない公務員の給与体系とな

っております。大幅に変動があるところなんですけれども、一応、平成２６年度の新

制度への移行の際、所属する職員が、その時点で退職したと想定した際の退職給付金

の引き当てを行っていかなければならないというふうに変更されております。 

  このたび市立病院では、給与費は前年度と比較して３,０００万強、美東病院では
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３,０００万弱の増額となっておりますけども、ここの大きな原因につきましては、

その退職給付費の引当金の増加に伴う給付額となっております。 

  こちらのほうは、２６年度から始まっておりますけれども、２７年度で若干算定誤

りで、退職給付金の引当額が少なかったことが影響したため、平成２８年度で調整を

行っておるところでございます。 

  以上です。 

○委員長（戎屋昭彦君）  末永委員。 

○委員（末永義美君）  わかりました。そうしますと、私が先ほど申し上げた、これか

らどの場面においても、福祉医療関係の人材の確保と育成っていうのが、ものすごく

重要になっているという思いからですけども、退職金云々というよりも、今この美祢

市立病院と美東病院におかれては、いわゆる、看護師さん以外の正式な名称はわかり

ませんけれども、介助員さんとか、介護員さんとかですね、そのような医療や看護を

強くサポートするような職員さん――それは正規職員にしろ、パートにしろ、その辺

の方々の変動とか、増減があったのかと思ったんですけども。看護師さん以外の介助、

介護員さんという……仮の名称ですけど、そういった方々は、今、両病院でどれぐら

いいらっしゃるんでしょうか。 

○委員長（戎屋昭彦君）  古屋経営管理課長。 

○経営管理課長（古屋壮之君） 末永委員の御質問ですけれども、決算書の１６ページ

をごらんいただければと思います。こちらの中ほどの、（４）職員に関する事項とい

うことで、各施設における職員の配置状況を前年度と、２７年度、２８年度の比較と

して掲げております。 

  当然、医師職については、医師そのものであり、看護職は看護師、ここで福祉職と

出ておりますけれども、こちらは介護福祉士の資格を持った職員でございます。こち

らのほうでは、市立病院、美東病院、老健のグリーンヒル美祢のほうで配置をしてお

りまして、正職員または臨時的な任用に伴う職員については、２８年度全体では、

６２名の配置を行っております。 

  参考までに、その下の医療技術職という部分ですけれども、こちらのほうは薬剤師、

放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技師、管理栄養士といった職種のまとまりとい

うふうになっておるところでございます。 

  以上です。 
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○委員長（戎屋昭彦君）  末永委員。 

○委員（末永義美君）  わかりました。それでは、最後にもう一つだけですね、美祢市

立病院と訪問看護ステーションのほうで、同様に今度逆に看護職の給料手当が減って

いるんですね。これは、同じく単純に対象者が多かったのかとか、この辺の訪問看護

と市立病院のほうの看護職の給料等手当が減ってきているのは、何か背景があるので

しょうか。どのような背景があるのか、お伺いします。 

○委員長（戎屋昭彦君）  古屋経営管理課長。 

○経営管理課長（古屋壮之君） 末永委員の御質問でございますけれども、市立病院と

訪問看護ステーションのほうで、看護職の給料――人件費が減っているということな

んですけれども。こちらのほうは、特に訪問看護ステーションは、２７年度末での急

な職員の退職がございまして、１名の減というところ――人員の減というところが大

きな原因となっております。 

  同じくして、市立病院のほうも同様な理由になろうかと思います。単価が減っ

た……引き下げられたとか、そういった事由はないというふうに思っております。 

  以上です。 

○委員長（戎屋昭彦君）  はい、関連ですか。末永委員。 

○委員（末永義美君）  わかりました。医師、技術者等含めて、看護職の方の人材とい

いますか、これは人が病に苦しんで完治して退院するまで、または通院が終わるまで、

とても重要なポストにいらっしゃる方だと思いますので、看護師さんにとっても、よ

り働きやすい環境整備を市立病院と美東病院を含めた、あと、訪問看護も含めてです

ね、よりよい環境のために、かけるべきところはお金をかけるというような思いがあ

ってほしいなということを希望しまして終わります。 

  以上です。 

○委員長（戎屋昭彦君）  その他質疑ございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（戎屋昭彦君）  質疑なしと認めます。それでは、本案に対する御意見はござ

いませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（戎屋昭彦君）  それでは、これより議案第６３号を採決いたします。本案に

ついて、原案のとおり認定することに御異議ございませんか。 
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    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（戎屋昭彦君）  全員異議なしと認めます。よって、議案第６３号は原案のと

おり認定されました。 

  次に、議案第７０号美祢市介護保険条例の一部改正についてを議題といたします。

執行部より説明を求めます。河村高齢福祉課長。 

○高齢福祉課長（河村充展君） それでは、議案第７０号美祢市介護保険条例の一部改

正について、御説明させていただきます。 

  議案書につきましては、７０－１ページ、参考資料については４ページとなります

ので、御準備をお願いいたします。 

  このたびの改正は、平成２９年６月２日に公布されました地域包括ケアシステムの

強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴い、介護保険条例を一部

改正するものでございます。 

  改正の内容につきましては、介護保険法第２１４条第３項の規定に基づく介護保険

条例第１５条に規定する過料について対象者の範囲が見直され、第２号被保険者の配

偶者やその世帯についても対象となりましたことから、所要の改正を行うものでござ

います。 

  なお、この条例の施行日は、公布の日からとしております。 

  説明については、以上となります。 

○委員長（戎屋昭彦君）  説明が終わりました。本案に対する質疑はございませんか。

三好委員。 

○委員（三好睦子君）  これについて、ちょっと。２０２の１項とか３項とかですが、  

特に３項なんですけど。この３項について……規定に該当する――規定による当該職

員の質問に対して回答せず、もしくは虚偽の答弁をしたときはって、これ介護を受け

る方たち――市民と思いますが、この職員さんの質問に対してと、回答せず、虚偽の

答弁をしたときは１０万円以下の過料に課するって、これって、ちょっと詳しくお願

いします。この件について。 

○委員長（戎屋昭彦君）  今これ……この公布の日から施行すると、まだ改正されてま

せんけど、そこで詳しく説明が必要でございますか。三好委員。 

○委員（三好睦子君）  職員さんの質問とかに答えないときは、この過料、罰金――罰

金、過料か同じようなものでしょうけど、あるということなんでしょうか。 
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○委員長（戎屋昭彦君）  三好委員。先ほど、河村高齢福祉課長から、この美祢市介護

条例の新旧の改正の説明がありましたが、現行と改正案につきまして、今ここの

１０万円、虚偽の云々くんぬんということは、１０万円以下の過料については、別に

変更ございませんので、そこの質問がやっぱり回答必要でございますか。変わったと

ころについての質問をしていただきたいと思いますけど。三好委員。 

○委員（三好睦子君）  変わってないと言われますけど、質問に対して答弁せずとか、

虚偽の答弁とか、どういうことを意味するのでしょうか。 

○委員長（戎屋昭彦君） あの、今執行部のほう御回答、これが難しゅうございました

ら、のちほど、調査しまして御回答していただけたらと思います。大丈夫ですか。河

村高齢福祉課長。 

○高齢福祉課長（河村充展君） 今、三好委員のほうから質問いただいたところですけ

ど、虚偽の答弁の意味ということですか。 

  当然のことながら、介護保険法、サービス等を利用してだく際に、いろんな申請書

等御記入いただく、また、それに伴って税務調査等させていただくということになり

ます。そういった中で、お話をお伺いする中で、例えば世帯構成とか、例えば聞いた

としたときに、実際は１人であるのに２人とか、逆に３人家族なのに１人とかってい

うような意味が、例えばの虚偽の答弁になろうかと思うんですけれども。 

御質問の趣旨が、ちょっとよくわからないので、もう一度確認をさせていただけれ

ばと思います。 

○委員長（戎屋昭彦君）  よろしゅうございますか。三好委員。 

○委員（三好睦子君）  今のあれでわかりました。その何ていうの――隠しごとをして

はいけないということなんですね。税金とか。わかりましたが。（発言する者あり）

違うんですか（「いや」と呼ぶ者あり）職員さんが、例えば、私が介護を受けるとき

に、職員さんがどうですかとか、今からいろいろ――例えばですね、まず、健康な場

合はチェックリストから入ると思うんですけど。そういった、いろんな制度を受ける

ときに、預金はどのぐらいあるかとか、家族は何人おるかとか、そういった面で聞か

れると思うんですけれど。そういったときに、その虚偽の答弁をした場合は、罰金が

あるかということで今の回答でそう思ったんですが。そんなに嘘のことを言うことは

ないと思いますが。（発言する者あり） 

○委員長（戎屋昭彦君）  あの、三好委員。その件につきましては、こういった法律で
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虚偽の答弁をしたときは、１０万円以下の過料に処するということございますから、

そのあたり、三好委員御心配でございましたら、個別で執行部のほうの方と相談して

いただけたらと思います。その他、質疑ございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（戎屋昭彦君）  質疑なしと認めます。それでは、本案に対する御意見はござ

いませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（戎屋昭彦君）  それでは、これより議案第７０号を採決いたします。本案に

ついて、原案のとおり決することに御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（戎屋昭彦君）  全員異議なしと認めます。よって、議案第７０号は原案のと

おり可決されました。 

次に、議案第７１号美祢市包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例の一部

改正についてを議題といたします。執行部より説明を求めます。河村高齢福祉課長。 

○高齢福祉課長（河村充展君） それでは、議案第７１号美祢市包括的支援事業の実施

に関する基準を定める条例の一部改正について、御説明させていただきます。 

  議案書につきましては７１－１ページ、２ページ、参考資料については５ページか

ら７ページとなりますので、御準備をお願いいたします。 

  このたびの改正は、介護保険法施行規則の一部を改正する省令が施行されたことに

伴い、包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例を一部改正するものでござい

ます。改正の内容につきましては、昨年９月に導入されました主任介護支援専門員の

更新制度について、５年間という更新期間をより明確化するための所要の改正という

ものでございます。 

  なお、この条例の施行日につきましては、公布の日からとしております。 

  説明については、以上です。 

○委員長（戎屋昭彦君）  説明が終わりました。本案に対する質疑はございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（戎屋昭彦君）  質疑なしと認めます。それでは、本案に対する御意見はござ

いませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○委員長（戎屋昭彦君）  それでは、これより議案第７１号を採決いたします。本案に

ついて、原案のとおり決することに御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（戎屋昭彦君）  全員異議なしと認めます。よって、議案第７１号は原案のと

おり可決されました。 

  次に、議案第７２号美祢市火災予防条例の一部改正についてを議題といたします。 

執行部より説明を求めます。石津消防本部予防課長。 

○消防本部予防課長（石津稔行君）  議案第７２号美祢市火災予防条例の一部改正につ

いて説明いたします。議案書は７２－１ページ、参考資料８ページになります。お開

きください。 

平成２４年５月に広島県福山市で発生したホテル火災、平成２５年２月に長崎市で

発生した認知症グループホーム火災など、近年発生した火災を受け実施された調査結

果では、全国的には重大な違反のある防火対象物が、なおも多く存在している状態で

す。 

  このような違反対象物に対して消防機関が命令を行った場合には、対象物等に命令

の内容が公示されることとなりますが、それに至るまでには相当の時間を要すること

になり、その間、建物の危険性に関する情報が利用者に提供されない状態になります。 

  このたびの改正は、防火対象物を利用しようとする者に、当該防火対象物の消防用

設備等の状況を公表し、利用者が自ら防火に対する安全性を判断できるようにするた

めのもので、公表上の手続き、公表の対象、公表の対象となる違反内容を定めるもの

です。 

公表の対象となりうる建物は百貨店、旅館、ホテル等、不特定多数の者が利用する

建物、及び病院、福祉施設、幼稚園など、火災が発生した場合に、一人では避難行動

に時間がかかるなど、人命に及ぼす危険が高い建物です。消防法では、このような建

物を特定防火対象物として定めています。重大な消防法違反のある防火対象物とは、

建物に設置義務のある消防用設備等のうち、自動火災報知設備、屋内消火栓設備、ス

プリンクラー設備が設置されていないものが、これにあたります。 

  平成２９年３月３１日現在、管内には１,０９２の防火対象物が存在し、そのうち

の２１９施設が特定防火対象物にあたります。この特定対象物のうち、１７０の防火

対象物に自動火災報知設備等の設置義務がありますが、現在のところ、公表の対象と
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なる違反はありません。 

  なお、この条例は平成３０年４月１日から施行するものです。 

  以上で、説明を終わります。 

○委員長（戎屋昭彦君）  説明が終わりました。本案に対する質疑はございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（戎屋昭彦君）  質疑なしと認めます。それでは、本案に対する御意見はござ

いませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（戎屋昭彦君）  それでは、これより議案第７２号を採決いたします。本案に

ついて、原案のとおり決することに御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（戎屋昭彦君）  全員異議なしと認めます。よって、議案第７２号は原案のと

おり可決されました。 

次に、議案第６５号平成２９年度美祢市介護保険事業特別会計補正予算（第２号）

を議題といたします。執行部より説明を求めます。河村高齢福祉課長。 

○高齢福祉課長（河村充展君） それでは、議案第６５号平成２９年度美祢市介護保険

事業特別会計補正予算（第２号）について、御説明いたします。 

  補正予算書につきましては、６５―１ページからになります。 

  このたびの補正は、地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改

正する法律の公布に伴う介護保険制度の改正に対応するためのシステム改修費の計上、

及び平成２８年度の決算の結果、発生いたします繰越金の基金への積み立て、また、

平成２８年度における事業の精算の結果、超過交付となりました過年度、国、県補助

金等の返還に伴い既定予算の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ８,９２４万

１,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３５億１,００９万円

とするものでございます。 

  それでは、６５－１０ページ、１１ページをお開きください。 

  最初に、歳出について御説明いたします。１款総務費・１項総務管理費・１目一般

管理費でございます。説明欄００２一般管理業務として、３２４万円を増額補正して

おります。 

御存じのとおり、今年６月２日に地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法
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等の一部を改正する法律が公布されたところであり、介護保険制度の改正が行われる

こととなります。今年度中にシステム改修が必要な内容につきましては、高額介護

サービス費の見直し、財政調整交付金の年齢区分の細分化、方針認定有効期限の上限

延長、適用除外施設における住所地特例の見直し、介護報酬改定となっており、改修

に必要となる経費を増額するものでございます。 

  次に、４款基金積立金・１項基金積立金・１目介護給付費準備基金積立金でござい

ます。００１介護給付費準備基金積立金として、５,４４４万９,０００円を増額補正

しております。 

これは、前年度の歳入歳出差し引き残額から、国や県等への償還金等の調整の結果、

実質的な残額を基金に積み立てるものでございます。 

次に、６款諸支出金・１項償還金及び還付加算金・２目償還金でございます。

００１国庫支出金等精算償還金として、３,１５５万２,０００円を増額補正しており

ます。 

これは、平成２８年度の介護保険事業の精算の結果、介護給費等について、超過交

付されました補助金等を国や県等に返還するものでございます。 

続きまして、歳入について、御説明させていただきます。 

６５－８、９ページをお開きください。 

３款国庫支出金・２項国庫補助金・４目介護保険事業費補助金でございます。歳出

で御説明いたしました介護保険システム改修補助金として、事業費の２分の１である

１６２万円を、また、７款繰入金・１項一般会計繰入金として、残りの１６２万円を

増額補正しているところでございます。 

次に、８款繰越金・１項繰越金・１目繰越金でございます。前年度繰越金として、

８,６００万１,０００円を増額補正しております。これは、前年度事業精算に基づく

繰越金でございます。 

説明については、以上となります。 

○委員長（戎屋昭彦君）  説明が終わりました。本案に対する質疑はございませんか。 

  三好委員。 

○委員（三好睦子君）  ６５－１１ページなんですけど、返還金ですが、これは概算で

交付された超過交付ということで、見込みより少なかったということなんですが。こ

の概算要求をされるとき――この金額――概算要求ですね。このもとになるっていう
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のは介護保険の第５期の実績の、この３,５５５万じゃなくて、このもとですね――

もとの金額というのは５期の実績をもとにされての概算――交付金の要求だったので

しょうか。何をもとに……でしょうか。２７年度でしょうか。５期のでしょうか。 

○委員長（戎屋昭彦君）  河村高齢福祉課長。 

○高齢福祉課長（河村充展君） ただいまの三好委員の御質問でございますけれども。

補助金等計算する際には、当然のことながら実績を見ることによってですね、動向―

―推移等、予測しながら補助金等の請求をすることになります。 

したがいまして、２８年度分については２７年度の動向等、見た上での要求をさせ

ていただいているというところでございます。 

○委員長（戎屋昭彦君）  その他、質疑ございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（戎屋昭彦君）  質疑なしと認めます。それでは、本案に対する御意見はござ

いませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（戎屋昭彦君）  それでは、これより議案第６５号を採決いたします。本案に

ついて、原案のとおり決することに御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（戎屋昭彦君）  全員異議なしと認めます。よって、議案第６５号は原案のと

おり可決されました。 

次に、議案第６６号平成２９年度美祢市病院等事業会計補正予算（第１号）を議題

といたします。執行部より説明を求めます。古屋経営管理課長。 

○経営管理課長（古屋壮之君） それでは、議案第６６号平成２９年度美祢市病院等事

業会計補正予算（第１号）について、御説明させていただきます。 

  白い背表紙の補正予算書の１ページをごらんいただければと思います。 

  今回の補正の内容につきましては、美祢市病院事業局におきまして、新たな看護師

確保の取り組みとして、ＵＪＩターンを希望する看護師に対し、経済的支援を目的と

した制度を実施するために、収益的収入及び支出において、病院経営改革事業費用を

１２０万、その財源といたしまして、病院医業外収益、他会計負担金になりますけれ

ども、１２０万円を計上するものでございます。 

  これによりまして、第２条において、収益的収入及び収益的支出総額を、それぞれ
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１２０万円追加いたしまして、収益的収入合計を４１億９,９５６万２,０００円、収

益的支出合計を４１億５,２６２万円とするものでございます。 

  今回、新たに実施する制度の概要といたしましては、市内在住の学生さんが看護師

を目指す際、当然ながら市外の養成機関に進学することとなります。その養成機関に

よりましては、本市の健康増進課が所管しておりますが、本市同様の奨学金制度を実

施されているところもございます。 

  本市の制度につきましても、最近では一定の周知がなされておりますけれども、学

生のなかには本市の制度を知らないまま、市外の養成機関が実施する制度を利用され

てる方もおられまして、看護師の資格取得を、その奨学金返済免除のために、その養

成機関が指定する医療機関での就業、こちらが一定期間義務付けられまして、その期

間内、美祢市へのＵターンを希望する場合にも、その借り入れた奨学金の一括返還等

により制限される状況がございます。 

  そういった方、特に美祢市へのＵターンを希望してる方を対象といたしまして、か

つ、美祢市への定住を要件として、奨学金返還に要する経費について、支援を行うも

のでございます。 

以上で、平成２９年度美祢市病院等事業会計補正予算（第１号）に関する説明とさ

せていただきます。 

○委員長（戎屋昭彦君）  説明が終わりました。本案に対する質疑はございませんか。

安冨委員。 

○委員（安冨法明君）  これは、じゃから奨学金の……その何ていいますか、返還を肩

代わりするっていいますか、そういうふうな制度っていうことでいいんですかね。 

○委員長（戎屋昭彦君）  古屋経営管理課長。 

○経営管理課長（古屋壮之君） 安冨委員のおっしゃるとおり、義務年限中に残ってい

る返済額、そちらのほうを病院事業局のほうで支援を行うと。それと付け加えますと、

一応、奨学金制度とならいまして、その支援した額によって、病院事業での就業義務

年限、こちらの方を付け加えるものとしております。 

  以上です。 

○委員長（戎屋昭彦君）  安冨委員。 

○委員（安冨法明君）  で、なんていうんですかね。この金額なんですが、これぐら

い……１２０万ぐらいを組んで、もちろん看護師が足りないからっていうことで趣旨
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はわかる――わかります。 

  で、金額的にこれぐらいの補正でちゅうか、額で十分に機能するような感じなんで

すかね。どれぐらいを――その何ていいますか、その人がどれぐらい借りておられて、

どれぐらい、そのあれを持っておられるかっていうのがよくわからないんですけれど

も。十分なんでしょう――十分じゃないかもしれませんけども、その辺はどういうふ

うにお考えなんでしょうかね。 

○委員長（戎屋昭彦君）  古屋経営管理課長。 

○経営管理課長（古屋壮之君） 安冨委員の御質問についてでございます。現在、健康

増進課のほうが所管しております美祢市の看護師奨学金制度、こちらのほうにつきま 

しては１カ月５万円、１年間で６０万円の貸与を行うことになっております。 

実際、今回計上した１２０万円、こちらのほうにつきましては返済額６０万円の

２件程度を、今見込んでおるところでございますけれども。実際本年に入りまして、

そういった経済的支援の制度の有無についての照会が管理部のほうに一、二件ありま

す。で、実際にお話を聞いてみると、大体、卒業後２年から３年程度働いておられる

看護師の方で、残りが大体６０万円を切るような状況だということで、このたび、緊

急的かつ速やかに対応するために、一応１件６０万円、それの２件分として実施させ

ていただきたいということで、今回の計上になったものであります。 

  今後におきましては、そういった人材の状況だとか、毎年各養成機関のほうに回っ

ておりますので、そういった状況を聞きながら、予算の編成については検討していき

たいというふうに考えています。 

  以上です。 

○委員長（戎屋昭彦君）  その他、質疑ございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（戎屋昭彦君）  質疑なしと認めます。それでは、本案に対する御意見はござ

いませんか。 三好委員。 

○委員（三好睦子君）  賛成意見ですが、先ほどの平成２８年度の決算報告の中で、地

方交付税の算定で交付金が減ったという説明がありました。これは、政府の許可――

許可病床から稼働病床に変わったので減ったということなんですが。今回のこのよう

な条例改正で、医療スタッフをふやすことで、稼働病床をふやして交付金もふやして

いただけるように、大いによろしくお願いいたします。 
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○委員長（戎屋昭彦君）  それでは、これより議案第６６号を採決いたします。本案に

ついて、原案のとおり決することに御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（戎屋昭彦君）  全員異議なしと認めます。よって、議案第６６号は原案のと

おり可決されました。 

  次に、議案第７３号養護老人ホーム秋楽園組合の解散について、議案第７４号養護

老人ホーム秋楽園組合の解散に伴う財産処分について、及び議案第７５号養護老人

ホーム秋楽園組合の解散に伴う事務の承継についてを議題といたします。関連があり

ますので、執行部より一括して説明を求めます。河村高齢福祉課長。 

○高齢福祉課長（河村充展君） それでは、議案第７３号から議案第７５号まで、一括

して説明をさせていただきます。 

  養護老人ホーム秋楽園組合の解散及び財産処分、事務の承継について関連でござい

ます。 

  議案書については、７３－１ページから７５－２ページ目となりますので、御準備

をお願いいたします。 

  養護老人ホーム秋楽園組合は、山口市と美祢市により組織しております一部事務組

合であり、山口市秋穂にあります養護老人ホーム秋楽園の経営管理に関する事務を共

同処理しているところでございます。 

  この養護老人ホーム秋楽園組合については、構成市でございます山口市と解散に向

けた協議を進めていくことについて、さきの６月議会において報告をさせていただく

とともに、解散に向けた規約の変更について議決をいただいたところでございます。 

その後、山口市と具体的な解散協議を進め、協議が整いましたことから、このたび関

連する議案を上程させていただいたところでございます。 

  まず、議案第７３号は、平成３１年３月３１日をもって、組合を解散することにつ

いて、地方自治法の規定に基づき議決を求めるものでございます。 

  次に、議案第７４号は、組合解散に伴う財産処分についてでございます。解散後の

組合保有財産について、土地、建物等については、解散後も引き続き施設の管理運営

を行う山口市に帰属するものとしております。 

  また、基金については、現在、退職手当資金積立金と施設等維持管理基金の２つが

ございますが、退職手当資金積立金については、解散後に組合職員を引き受けること
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となる市が、引き受け職員に係る退職手当資金積立分を持ち分とするものでございま

す。 

  一方施設等、維持管理基金につきましては、平成２９年度の管理運営分担金の負担

割合に基づき、持ち分とするものでございます。 

  次に、議案第７５号は組合解散に伴う事務の承継についてでございます。事務の承

継については、引き続き、施設の管理運営を行う山口市が組合事務や事務に係る書類、

帳簿を承継するものでございます。 

  また、組合運営の最終年度分の決算の審査、認定については山口市が行い、当該、

決算認定に関する議会の議決と併せて、山口市から美祢市に通知が行われ、美祢市で

はこの通知を公表するということになります。 

  以上が、秋楽園組合解散に伴う関係議案の説明となります。 

○委員長（戎屋昭彦君）  説明が終わりました。本案に対する質疑はござませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（戎屋昭彦君）  質疑なしと認めます。それでは、本案に対する御意見はござ

いませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（戎屋昭彦君）  それでは、まず、議案第７３号を採決いたします。本案につ

いて、原案のとおり決することに御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（戎屋昭彦君）  全員異議なしと認めます。よって、議案第７３号は原案のと

おり可決されました。 

続いて、議案第７４号を採決いたします。本案について、原案のとおり決すること

に御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（戎屋昭彦君）  全員異議なしと認めます。よって、議案第７４号は原案のと

おり可決されました。 

続いて、議案第７５号を採決いたします。本案について、原案のとおり決すること

に、御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（戎屋昭彦君）  全員異議なしと認めます。よって、議案第７５号は原案のと
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おり可決されました。 

  以上をもちまして、本会議で本委員会に付託されました議案１３件につきましての

審査を終了いたします。 

  その他、委員の皆様から何かございましたら、御発言をお願いいたします。竹岡委

員。 

○委員（竹岡昌治君）  ４点あるんですが――委員長、かなり時間がかかると思うんで

すが、お昼からじゃだめですか。午前中には済まんと思います。 

○委員長（戎屋昭彦君）  かなりございますか。 

○委員（竹岡昌治君）  はい。一つはですね、一般質問で水道料金の統合のところで、

若干、消化不良を起こしたのと。もう一つは、ＰＰＰ、ＰＦＩの話はあえて残しまし

た、時間がなかったんで。それが１点。 

それから、２点目が環境審の問題で、ちょっと議論を深めていきたいと思います。 

それから、３点目がＰＰＰに関係するんですが、コミプラ等ですね、今度下水のほ

うに統合すると――会計統合やるというのは聞いているんですが、それの事業の進め

方。 

それから、４番目が議会で取り上げました総合支所と、それから、これはたしか大

分前にやったと思うんですが、博物館の話。この扱いについてということで、４項目

ほどちょっと議論していきたいなと思いますので、できれば午後に。 

○委員長（戎屋昭彦君）  はい。それでは、この際１時まで休憩といたします。 

    午前１１時５４分休憩 

    癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

    午後０時５４分再開 

○委員長（戎屋昭彦君）  それでは、休憩前に続きまして、委員会を開きます。午前中

の続きとしまして、その他の意見についてお伺いしたいと思います。 

  竹岡委員。 

○委員（竹岡昌治君）  午後になって、その他で執行部の皆さんには、忙しいところ済

みません。居残りさんをしていただきまして、ありがとうございます。 

４つ――午前中に４つ質問を申し上げたいというふうにお伝えしましたが、まず、

一般質問のときにですね、波佐間管理者、恐らくＰＰＰのことにつけて答弁書を書い

ておられたんじゃないかなと思うんで、時間がなかったんで、あえて質問はいたしま
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せんでした。 

料金統合のそのときにお話を申し上げましたが、どうしても激変緩和のやり方、な

ぜ５トンの水を付与するかと、その根拠といいますか、どうも１８.１５％上げるが

ための逆算をやっていってですね、やったと。そして、最後に逓増をしていくのに

３円、原価を３円下げるとか、意味が分からないんですいね。なんぼ議論しても。 

それで、その根拠を、まず、ちゃんと言って下さいと言ったけど、市長の答弁は、

生活をするためにどうしても必要な水であると、したがって、どうのこうのという話

があったんです。さっぱりわかりません。 

  当然、行政が安定した、そして上質な水を供給していくっていうのは、これは大き

な役割、これは大前提になっておりますから、それを論じる気はありません。 

  ただ、私が申し上げたのは、激変緩和のやり方、これで市議会の皆さん御苦労なさ

って、議論されたと思うんですが。じゃあ現実に、例えば、美祢が５１０円上がるの

どういうふうにするよ。あるいは、美東の皆さんには四百何ぼだったですかね、下げ

るのを六百何ぼまでより下げていくよと、そういうやり方が、はたして公正、公平な

のかというのが一つの大きな疑問点だったわけですね。 

  それからもう一つは、例えば、コミプラもちょっと午前中に申し上げましたが、恐

らく、会計を統合されてくるだろうと思うんですね。で、会計統合はさておいてです

ね、大事なのはあの施設を、もうどうしていくのかということも考えていかなくちゃ

いけない。 

  で、近々宇部市がこのＰＰＰ方式でですね、下水道事業を取り組んでいこうという

ような動きがあるなかで、美祢市はそういうことについての取り組みについて、今後

の方針といいますか、そういうものを決めるのが管理者の仕事だろうと思うんで、お

聞きをしたいなあと思ったんですね。 

  確かに、今、国交省の考え方からしたら、人口２０万以上のところは、そうした新

たな施設をやるときにＰＰＰ、もしくはＰＦＩ方式がなじむかどうかという検証を一

旦して、それから、どちらがいいかというような考え方を示されておると思います。 

で、美祢市の場合は二万数千人ですから、義務付けられてはおりませんけど、むし

ろ小規模自治体のほうが、将来的に投資は重なっていくだろうし。 

それから、例えば、一般会計に言われている固定資産、これを今から維持、改廃し

ていくとすれば、年間何十億というお金がいるという試算が出ておりますよね。間違
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えてたら、また、あとから訂正していただいたらと思うんですね。ここに、美祢市公

共施設等総合管理計画というのが出て、この中で記述されておりますから。 

そうしたことで、まず、お聞きしたいのはＰＰＰ、あるいはＰＦＩと、それから料

金統合、どういう――もう一度きちんとしたお答えをいただきたいなというふうに思

います。                   

○委員長（戎屋昭彦君）  波佐間上下水道事業管理者。 

○上下水道事業管理者（波佐間 敏君） 竹岡委員の御質問にお答えしたいと思います。 

まず、最初に、料金統合のほうの関係についてお話したいと思います。 

市長が竹岡委員の一般質問に対してお答えしましたのが、まず答申――審議会から

答申を受けた答申内容について申し上げましたが、おさらいとしてもう一度、それを

申し上げたいと思います。 

  答申の概要としてはですね、算定期間を平成３０年度から３３年度までの４年間と

する。それから、この４年間の事業に要する総括原価を算定するとともに、料金体系

を口径別料金に統一する。１立方メートルの使用から従量料金を適応すること。いわ

ゆる基本料金、基本水量は廃止するということになります。料金単価は５段階逓増制

をとることと、答申の結果はなっております。 

  そうした結果、平均改定率は１８．１５％、美祢市全体ですね。１８．１５％の増

となる。その中において、現在の――現行の水道料金がそれぞれの地域で差異がある

ということで、それに対する増減率を平均改定率を申し上げますと、美祢地域では

１３２．５％、美東地域では８９．６％、秋芳地域は１０６．４％となり、それぞれ

の地域の３地域の改定率が大幅に違うということになります。 

  こうしたことから、経過措置として、いわゆる緩和策を講じようということと考え

たところで答申となっております。その中で竹岡委員言われますように、当初の２年

間において、基本水量を５立方メートル、いわゆる５トン付与すること。それから、

美祢地域の水量単価を３円減額するという緩和策を掲げております。この基本水量を

５トン付与するという緩和策は、いわゆる１３ミリ、２０ミリの中でも、ひと月に

１５トン、２０トン使用される、いわゆる小口の利用者、市民の大半を占める、生活

に密着した方々の最低限の１０トンから２０トン、毎月使用される……水道料金を支

払われる大半の方の中において、小口利用者の方の、いわゆる急激な水道料金のアッ

プを緩和するために、この２年間５トンを付与する方法をとろうという考え方であり
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ます。 

  もう一つの３円――美祢地域において３円、単価減額するということは、一番増額

幅の大きな美祢地域において、全体のシミュレーションをした中において、５円減額

とか４円減額、３円、２円とか、いろいろやってみましたけれど、その３円の減額の

シミュレーションが一番平準化されたといいますか、美東、秋芳地域とのそれぞれの

使用水量における料金の変動に、いわゆるそぐうといいますかね、、似たような料金

逓増型になるというようなことで、３円をというところに落ち着いたというのが現状

であります。 

  これは、算定期間４年間の中での最初の２年間で、この緩和をして、その後は基本

水量も３円減額ということも撤廃して、最終的な答申の水道料金体系に変わっていく

というような考え方であります。 

  それから、もう１点のＰＰＰ、またはＰＦＩ方式の取り組みについてということで、

御質問がありましたけれど、いわゆる官民連携のＰＰＰ方式、民間資金を活用するＰ

ＦＩ方式については、水道事業においても給水人口が減少する中において、当然なが

ら給水収益も減少してきているという厳しい財政状況の中で、効果的に活用ができれ

ばというふうに考えており、今後、必要なインフラの更新、維持管理を着実に実施す

ることができれば……このＰＰＰ方式、ＰＦＩ方式を活用して実施することができれ

ばですね、水道事業経営の健全化の一躍を担うものであり、官民の役割分担の見直し

の面からも有用であるというふうに考えております。 

  しかしながら、現在のところ美祢市の水道事業としては、美祢市の水道事業と同規

模の全国における事業者においてはＰＰＰ方式、ＰＦＩ方式の活用は把握できておら

ず、効率性及びリスク分担等の効果を確認するに至ってない状況にあります。 

  先ほど、委員が言われたように、宇部市のほうで下水道事業を今後活用しようとい

う動きがあるという情報も、こちらも把握しておりますけれど、美祢市と同規模の事

業体においては、なかなか一歩踏み出せていないというのが現況であります。 

  これら、官民連携については、今後、手法の採用について、可能性の検討及びその

他の諸条件を十分に調査したうえで、検討したいというふうに考えております。 

○委員長（戎屋昭彦君）  竹岡委員。 

○委員（竹岡昌治君）  ５トン、なぜ５トンなんですか。３トンで計算されたことあり

ます。だからね、僕が言っているのは５トンであろうと、１トンであろうと、論理的
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に成り立たんの。大半の人が同意しちゃったけど、５トンは全受給者に付与するんで

しょ。だから大半じゃないんですよね。 

  で、何で私がこれだけ言よるかというと、この料金統合をするのに、美祢の――美

祢地域の方が、先ほども話があったように１３２％上がると。言い方は悪いけど、今

まで２,０００円ずつ払われていた方が六百何ぼ高くつくと。３,０００円近く払って

いかなくちゃいけない。片や、美東は今までが高かったからということで８９．６で

すか、下げなくちゃいけない。ところが５トン付与することによって、これ以上にま

た下げると。その辺が私自身も納得できないし、市民の皆さんの意見からしても何で

と言われるわけ。やけど、何でと言われても私は答えようがないと。５トンという数

字は、なぜって言われても言いようがないと、このあいだも申し上げたと思います。 

で、本当は、決算会計のときにですね、会計決算のときに聞きたかったんですけど、

監査委員は、できるだけ所管の委員会でも黙っちょけということなんで、黙ってまし

たんですが、この統合の……私はくどいようなけど、なぜ５トンなのか、２トンやっ

たらどうなるという試算をされたうえなのか。それから、３円はこれ理屈合わせ。

１８．１５にするため、あるいは旧価格。旧価格というのは、今の現状価格と新たな

価格との差額が２年間やるとしたら、ちょうどそれほどひかないと、うまく５１０円

の差額が合わせられないという逆算なんですよね、あれ。だから、逆算したのはわか

るんです。それはわかるんです。だけど、５トンというのがわからないですね。例え

ば、美祢の人だけに５トン与えても、またおかしいと、私は思うんですね。 

ですから、どうしても上げるほうも下げるほうも同一のパーセントでと言ったのは、

例えば、この計算期間が４年であるから、できれば、もし１００としたならば、

２５％ずつ上げるほうも下げるほうもが、やっぱ激変緩和ということに理屈はきちん

と、市民の皆さんも決して１３２円上げることに同意をされての話じゃないんですが、

少なくとも、まだ、そのほうが分かりやすいと。 

  皆さん、おわかりになりました。納得できます、この話が。ただ、あの文章を読ん

だ限りでは、こんな数字が導かれないんですね。私は思うんですが、あくまでも、市

長は答申がそうだから、答申がとおっしゃったんです。誰がこれつくったんですか、

これを。答申かける前に、たたき台があったはずですよ。激変緩和の。誰がつくった

んですか。で、誰かがつくられたと思うんですよね。そしたら、それにはやはり正当

性とあれがあると思うんですよね。その辺がお聞きしたいんです。 
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○委員長（戎屋昭彦君）  はい、波佐間上下水道事業管理者。 

○上下水道事業管理者（波佐間 敏君） ただいまの基本水量の関係ですけれど、最終

的に５トンと落ち着いたのは、現行の基本水量が１０トン、現行１０トンというのが

美祢、秋芳ありますけれど、美東も段階的にありますけれど。この１０トンに対して、

将来的には基本水量なしというところにもっていく段階において、当然、シミュレー

ションとすれば３トンとか、その他のトン数も試算はしておりますけれど、この審議

会での意見とすれば、現行の半分程度というところが将来的になくなっていく場合に

おいて、段階としてはいいんじゃないかということでの５トンということで、いわゆ

る、その他の深い意味での基本水量というものではないかなというふうに思っており

ます。 

○委員長（戎屋昭彦君）  竹岡委員。 

○委員（竹岡昌治君）  時間とってもあれですから、これは、ちょっと議長のほうにお

願いしたいんですね。多分、執行部もこのまんまで、私一人がこの反対したって、多

数決で決めりゃいいわけですから、いいんですが。やはり、市民の皆さんにも納得し

ていただかなくちゃいけないし、例えば、議会で政策討論会とか、何かでですね、も

う少し深く議論ができないものだろうかなと思うんですね。その辺はいかがなもんで

しょうかね。 

○委員長（戎屋昭彦君）  荒山議長。 

○議長（荒山光広君） 水道料金の統合については、かねてからの懸案で、やっと実現

するということでございますけども。新料金体系について、答申は出ておりますけど

も、その答申について、特に旧美祢の上げ幅が大きなということで、市民の理解も必

要じゃなかろうかということで、このことについて、議会としてもせっかく政策討論

会という場がございますので、会派の皆さんにお諮りをして、政策討論会が実現でき

るように、また、協議したいと思います。 

○委員長（戎屋昭彦君）  竹岡委員。 

○委員（竹岡昌治君）  わかりました。議長、取り上げようということですから、どこ

かで、また、議論ができるかと思うんですね。 

  また、その議論を踏まえて、管理者も来ていただいて、いろいろお互いに議論し、

理解を深めていきたいなと思うんですね。 

  次に、ＰＰＰに関連してですね、類似団体、それから類似規模っていいますか、そ
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うしたところでは取り入れてないと、こうおっしゃったんですね。 

で、私は、例えば、例えばの話ですよ。コミプラなんかのような、ちょっと限定さ

れたところを実証実験したっておかしくはないと思うんですね。ただ、国交省は

２０万人以上の市に対しては一度それを検証しろと、こうなっているんですが、私は、

例えば、それ以下の市町であってもですね、やっぱ、そうした気持ちがあるんかない

んか。どういうことかというと、それがやはり判断を誤っちゃうと、市民の皆さんに

負担をしてもらわなくちゃいけない。 

  したがって、その気はあるかないかということをお尋ねしたんですが、お答えはで

すね、類似規模の市町ではそんなんやっていないと。したがって、どうおっしゃった

かわかりませんが、私は、やる気がないんだなというふうな受け止め方をしたんです

が。それについて、今一度ですね、導入の意向があるかないか。 

これはですね、こないだも申し上げたように、一般会計で言う、建物、固定資産に

も関わることなんですね。大きな投資をするときにはどちらがいいか。やはりこれ、

一般の企業だったら、絶対検証するんですよ。で、自治体として、そうした検証をす

るお考えがあるんか、ないんかをお尋ねしたつもりなんですが。類似市町村というか、

類似規模のところではしてませんというお答えだけだったんですね。 

  確かに、官民のリスクが、まだ明確になってないとおっしゃったんですね。ですか

ら、できるだけコミプラのような小さい規模のところでやってみるのも一つの、今後

の大きな、それが次の検証するときの資料になるんじゃないかなというふうに思った

からお尋ねをしたんですが、その辺の意向はいかがなんでしょうか。 

○委員長（戎屋昭彦君）  波佐間上下水道事業管理者。 

○上下水道事業管理者（波佐間 敏君） 竹岡委員の質問にお答えいたします。 

ただいま、秋芳地域のコミプラについての御意見ありましたけれど、このコミプラ

施設につきましても、老朽……設備を開始して相当な年数が経っておりまして、設備

が老朽化しております。これについての更新といいますか、新しい事業として、現在、

全体計画を立てております。来年、再来年に向けて基本計画を立てようとしているの

が、いわゆる、コミプラ事業を継続するんではなくて、公共下水道事業、いわゆる国

土交通省の公共下水道の中のメニューの一つとして、取り組めるんではないかという

ふうに考えて、今……来年、再来年の認可申請に向けての準備を進めております。 

  そうした中においてＰＰＰ、ＰＦＩの対象地域には、人口２０万というのが一つラ
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インがありますけれど、事業規模とすれば、１０億円を超える部分については、そう

いう事業があれば、ＰＦＩとかＰＰＰ活用しなさいよという指針もありますので、こ

の地域、秋芳地域の新しい下水道施設について、その可能性を検討する価値は十分に

あるかというふうに考えております。 

別に水道事業におきましても、祖父ヶ瀬の浄水場、これも近々に更新時期にきてお

ります。そういうものも含めて、そういうＰＰＰ、ＰＦＩ事業が活用できないかとい

うことは、検討の余地は十分にあるというふうに考えております。 

○委員長（戎屋昭彦君）  竹岡委員。 

○委員（竹岡昌治君）  一応、考えておるということですから、これ以上申し上げませ

んが。一般質問のときにも申し上げました。ライフサイクルコストの話をしましたで

すよね。これ公共はですね、自治体は単年度の収支が特に考えておられるんで、例え

ば、投資が１００億と１２０億、いわゆる、イニシャルコストが逆にＡが１００億、

Ｂの方法が１２０億としたら２０億高いですよね。そうするとね、今までは１００億

のほうを採用されよったんですいね、自治体は。 

で、私が申し上げておるライフサイクルコストというのは、どういうことかという

と、そのイニシャルコスト、それからその次ランニングコスト、１００億かけたほう

がランニングコストが安いのか、１２０億のほうが安いのかという検証がいると思い

ます。 

  それから、最後に、全部処分していかなくちゃいけない、そのコスト。いわゆる人

間でいったら、生まれたときから死ぬまでの全部のコストを計算してですね、そして、

どっちが安くつくんかと、これが、いわゆる言い方悪いけど、アセットマネジメント

中の一つの一環だと思うんですね。 

  ですから、今までは単年度で安くつくほうを採用してたと。いわゆる、競争入札や

って安いほうをしていた。ところが、ランニングコストのところまでは考えてなかっ

た。今後はそれも考えながらやっていかんにゃいけん。これが国交省が言ってるＰＰ

Ｐ、あるいはＰＦＩ方式と検証しなさいというのは、私は狙いはそこだと思っている

んですね。間違っているかもしれませんが、そう思っています。 

そうすると、今のコミプラにしてもこちらのメニューがあるよと、では、そちらの

ほうをやりましょうというんじゃなくて、両方検証したうえで、どちらが最終的なと

ころまで計算をしてですね、市民の皆さんの負担は軽減されるのか。サービスは維持
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しながら軽減されるのかという検証が大事だと思うんですよね。 

  これは水道、下水にかかわらず、一般会計の、例えば、庁舎建てるといってもそう

いう問題でしょうし、総合支所をどうするかというときも、そういう問題が起きてく

ると思います。 

  いずれにしましても、ぜひですね、そうした検証を重ねながら、将来負担をできる

だけトータル的に少なくなるような方法を講じていっていただきたいということを申

し上げて、これは終わりたいと思います。 

  ２つ目に、今回……あれはどこやったですかいね、来たのは。企業進出していただ

きました。していただきまして、豊田化学工業ですか、来ていただきました。 

  しかしながらですね、美祢市は進出企業もしくは既存企業さんが工場を改廃された

り、新たな設備を入れられるとき細目協定をやっているわけですね。環境審――環境

保全のために。 

  ところが、環境審は、最近１年に１回しか開かれてないんです。それも大体、年度

末頃にやられてですね。ですから、環境審の方が情報を知り得るのは、大体、例えば

６月頃に技術部会か、専門部会かわかりませんが、技術的に問題はない。そうします

と、これは報告事項としますということで許可されて、環境審にかかるときは報告事

項ですからといって、もう工場もでき上がってる。もうすでに稼働しようとしている。 

  私、環境審そのもののあり方にも問題があるし、なぜ１年に１回かということもあ

るんです。経費がかかるからと言われるんなら、やめられたらいいんじゃないですか。

だって６月頃にもう答申が出てですよ、工事はかかった、完成している。で、３月頃

になって、これ報告事項ですよ、御意見ありませんかって、そんなことやったって、

逆に経費の無駄。むしろやるのならば、案件が出たとき、報告事項であろうと何であ

ろうと、きちんとやられるなら、それはもう言いませんが。しかも、その環境審の中

身については全く公表されてませんね。だから、市民の皆さん、さっぱりわからない。 

  特に、伊佐地区なんかはわからんまんまで、伊佐地区は伊佐地区として、別にそう

した独自な審議会があるからいいんですが。それでも周辺の人たちは、わからんまん

ま。一体関係者は何しているのと言われても、いやいや、もう報告事項として出され

たという程度しか言えないんですね。 

  そこで申し上げたいのは、例えば、この豊田化学工業株式会社が、いわゆるシン

ナーやら使うんでしょ。そうすると例えば、大気汚染どうなの、あるいは臭気は、悪
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臭は出るの出ないの、水質はどうなのという、聞かれても答えられますか。もうこれ

はすでに、これ環境審には関係ないんですか。審議会、いわゆる技術部会等には諮ら

なかったわけでしょうかね。そうした動き方が全くわからない。住民の皆さんは、ひ

ょっとしたら大気汚染大丈夫なの。いわゆる、ガス漏れ起こしたときにどうなるの、

とかね。扱うものが扱う製品ですから、やっぱし不安があるんです。でも、私も環境

審の一人ですから、聞かれても答えようがない。その辺で、今後の取り組みについて

お聞かせを願いたいと。 

  それからもう１点、同じ関係なんですが、美祢市のごみ袋。これも実は、お年寄り

の方がいつも間違えるからと言って、息子さんがですね、「おい、どねえかならん

か」とおっしゃったんですね。美祢市のごみ袋は、あたまに「固形燃料に」と書いて

あります。どっちも。なるごみ、固形燃料にならないごみ、なぜ、あたまに固形燃料

ってわざわざ書いてあるから、お年寄りが間違えられるそうです。私も１回間違えま

したけど。単純に燃やせるゴミ、あるいは色を分ける。もうちょっと、何とか工夫し

てくれないのと言って、これどっか知りません。どこのか知りませんが、こういうふ

うに分かりやすうしてくれって持って来られたから、私は預かってきたんですけどね。

もう１回皆さん、見てみてください。美祢市のごみ袋。「固形燃料に」ってあたまに

あるんですね。それから、お年寄りが間違えるから、うちのおふくろが間違えて困る

と言って、苦情を言って来られたんで、わざわざ、これどこかのよその市町村のをも

ろうて来られたんだろうと思うんです。もっと、お年寄りでも分かりやすいような色

で分けるか、言葉のあたまに固形燃料という字を書く必要があるんかないんか。その

辺も、ちょっとお聞きしたいと思うんですが。 

○委員長（戎屋昭彦君）  古屋生活環境課長。 

○生活環境課長（古屋敦子君） ただいまの竹岡委員の御質問にお答えします。 

初めに環境審議会のことについてです。環境審議会は、日常生活において良好な生

活環境が保全されることが重要なことであるから、市において環境保全に関し基本的

事項を調査、審議するために設置しているものです。 

  現在は、学識経験者や議会の代表、あと住民代表、事業所の代表、合わせて２９人

で構成しております。２８年度の昨年度の審議会の審議事項ですけれど、確かに、先

ほど竹岡委員言われたように、公害防止協定締結企業から設備の移転や新設に伴う公

害防止計画が提出された内容を、技術部会で審議したことを報告しております。 
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  先ほど、豊田化学工業のことを申されましたが、豊田化学工業からは、先日、公害

防止計画が市のほうに提出をされておりまして、現在、技術部会において審議するよ

う、今、準備を進めているところでございます。 

  技術部会において、技術部会の中での審議でよいのか、環境審議会全体で審議した

らいいのかっていうことは、また、技術部会で審議していただくこととなりますが、

先ほど言われたように、年に一回の会議で報告だけというのがどうかという御意見が

あったということを、また、技術部会のほうで、ちょっとお諮りをしてみたいと思っ

ております。 

  また、内容が公表されていないということでしたが、今、審議会の議事録等、公表

しているわけではないですので、それが、どのように公表したらいいかとか、例えば、

市内の――市が調査をしております降下ばいじんの量であるとか、そういうことが、

積極的にホームページ等で公開できるかとかも、併せて検討してまいりたいと思いま

す。 

  それから、２点目のごみ袋の件なんですけれど、先ほど言われたように、美祢市に

おいては燃えるごみというか――ごみは燃やさず固形燃料化をするか、固形燃料化を

しないかという２通りに分かれているから、ごみ袋の字がそういうふうに記載されて

いるものと思います。 

  ただ、色を分けたほうがいいとおっしゃいましたが、色は今分かれておりまして、

いわゆる燃えるごみ、固形燃料化できるごみは、白い袋に青い字が書いてありまして、

燃えないごみ……缶とかビンとかについては、透明で緑色の字が書いてありますので、

その辺り、間違える方もいらっしゃると思いますので、今年度作成する分については

同様の内容で、もう作成をとりかかっておりますので、また、検討してまいりたいと

思います。 

  以上です。 

○委員長（戎屋昭彦君）  竹岡委員。 

○委員（竹岡昌治君）  いずれにしても、環境審議会は会長が必要と認めたらできると

いうことになっておりますから、その辺もしていただきたいんですが。過去、何年間

かは、ほとんどが報告事項ということで、我々、審議会すら知らない状態のまんまで

すね、半年過ぎたあとに報告事項として出てきたり。 

ですから、そのとき意見を言おうにも、それから、あんまり言っても意味がないし、
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もう技術部会でオッケーが出されて、もう、動いているわけですから、その辺の扱い

については、また審議会等、原課のほうでですね、調整をしていただきたいと。 

  それから、袋についてはですね、あたまの字を、今おっしゃったように、固形燃料

化できるものとできないものと、確かにそうなんですね。ところが、お年寄りは固形

燃料のあたまが一緒なんで、よく間違えられます。私は一回しか間違えたことないん

ですが。それでも間違えました。 

したがって、明快に、例えば緑色か、赤かとか反対色。ちょっと緑と赤じゃあ同じ

あれになりますけど、まったく反対色でつくるとか、今後つくられるときに工夫して

いかれたらなと。 

  で、固形燃料というものにできる、できないじゃなくって、片方は固形燃料と書く

必要はないと思うんですね。そうすると、あたまを見ただけでわかると。これは、何

とか工夫していただきたいっていうのは市民の皆さんの意見ですので、ぜひ、検討し

ていただきたいと。 

  それから、次に、最後になりますが、これは、市長の裁量権の中での話であって、

実は、総合支所の建設経済課の廃止に伴う請願っていうのを、議会では請願が出た以

上、議長のほうが取り上げられて、無下に断らずに取り上げられて、それから、議会

としても本会議上で、市長のそうした裁量権の中を侵害する気持ちはありませんでし

たが、議会は議会としての意思統一は図ったと思うんですね。当然、そのことは、本

会議上でやっておるわけでありますので、執行部の皆さんには、議会から何らかのか

たちでは出てないと思うんですね。 

  ですが、執行部の方は十分御承知だろうと思うんです。そこで、請願された方、そ

して、その後の取り組み……請願した方が、あれから何にもないけどなって言ってお

っしゃるんで、その辺の取り組み、もしくは、請願者に対しての何らかの回答された

のか、その辺をちょっとお聞かせ願いたいと思います。 

○委員長（戎屋昭彦君）  田辺総務部長。 

○総務部長（田辺 剛君） ただいま竹岡委員の御質問の総合支所の建設経済課の廃止

に伴う請願に関する御質問ですが。これまでの経緯を申しますと、５月１日に請願を

出された同じ方が、市長宛てにもほぼ同じ文面の陳情書を出されております。同じ

５月１日付で。その陳情書については、市長名で回答は差し上げました。 

  その後、６月議会に請願が、６月議会で採択されたということで。それ以後の取り
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組みということですが、５月１日に、まず組織を３月３１日をもって本庁に集約した

関係で、総合支所の建設経済課をなくしたんですが、住民の方の御要望もすごかった

ということで、５月１日にそれぞれの総合支所に、農林課分室というのを設置をして、

そして、そこに職員が常時１名張り付くようにという体制を整えました。 

そのことについては、５月１日付けで陳情書を提出されたものの回答には、そのこ

とはお知らせをして回答しましたが、その後の議会の請願の採択後については、こち

らのほうからは陳情、あるいは請願をされた方については、その後どうなったかとい

うのはお知らせはしておりませんが、８月１日付けで農林課の職員各１名、それから、

それぞれの総合支所の総合窓口課の職員１名を、それぞれの総合支所の農林課分室の

兼務ということで、実質的には、職員の数はふえてはおりませんが、より窓口の対応

をきっちりするとか、あるいは、それぞれの地域の農林行政の担当を明確にするとい

うことで、８月１日付けで兼務職員をそれぞれ２名ふやしたということをやっており

ます。 

  以上です。 

○委員長（戎屋昭彦君） 竹岡委員。 

○委員（竹岡昌治君）  そうしますと、今、総務部長の話によりますと、組織を変える

以前のサービスは低下はしてないと、こういう御判断でしょうか。 

○委員長（戎屋昭彦君）  田辺総務部長。 

○総務部長（田辺 剛君） ただいまの御質問ですが、建設経済課があったときは、農

林担当が３名ずつおりましたので、それが１名になって、業務を本庁に集約したとい

うことで、地域住民の方にとりましては、身近な対応というような点では低下はして

おると思いますが、全体的な農林行政の推進ということでは、ちょっと、まだすぐに

は効果はでないかもしれませんが、集約することによって、より集中して行政が推進

できるというような面も、これから発揮できるのではないかというふうに考えます。  

以上です。 

○委員長（戎屋昭彦君）  竹岡委員。 

○委員（竹岡昌治君）  それと非常時の場合、やはり別個にですね、万全な対策をして

いただかないと……これも、美東支所やったかなあ、どこやったかなあ。職員さんが、

その地域にちょっと偏った配属がされてたような気がしてまして、気になってたんで

すが。非常時の場合の体制も速やかにできるようにですね、ぜひ、お願いをしたいと
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思いますし、その後、どういうふうに、今までどおりのサービスを提供しているかと

いうこともですね、請願者の皆様にもお知らせをしていただけたらいかがかなと思い

ます。 

で、次に、もう一つですね、これもちょっと所管が違うかもしれませんが。美祢の

ジオの拠点ということだったですかいね。博物館を、実は……ずばり言えば博物館な

んですが。改築に関する、たしか要望決議か何か。議会はしながらやったと思うんで

すね。で、今回も新政会の皆さんが、文科大臣のところまで直接行ってお願いをしよ

うとかいうような、今、動きもあります。 

議会側は議会側として決議して、できるだけ、そうしたことに努力をしようとして

おりますが、執行部のほうは、これいつだったか覚えてません。今年の１月だったん

か、去年だったか覚えてませんが。大分前だったと思うんですね。その後の取り組み

について、もし、説明いただければなと思うんですが、いかがでしょうかね。 

○委員長（戎屋昭彦君）  篠田副市長。 

○副市長（篠田洋司君） 竹岡委員の御質問にお答えしたいと思います。所管は教育経

済委員会になろうかと思いますが。この件に関しては、今の取り組み状況っていうこ

とで、おっしゃるように、かつて一般質問に末岡次長のほうがお答えしたかと思いま

す。 

所管をこれまで、教育委員会に世界ジオパーク推進課がございましたので、ジオ

パーク推進課所管で、秋吉台科学博物館の将来構想についてという検討会を要綱設置

で、設けておるところでございます。 

その後、所管が変わりまして、現在、観光商工部にジオパーク推進室がございます

ので、現在の有識者含め教育委員会も入れた新たな検討委員会組織を、今つくって、

今年度また会議を開催するという運びになっております。 

  現状は、以上でございます。 

○委員長（戎屋昭彦君）  竹岡委員。 

○委員（竹岡昌治君）  はい、済みません。１人４５分も使いまして、大変申し訳あり

ません。 

  最後に、そうした、私は博物館、でかいのつくれば１００億ぐらいかかるわけです

が、美祢の場合も観光と絡めたことを考えるのならば、私は、これこそＰＰＰ、もし

くはＰＦＩ方式でですね、一つは投げかけてもいいんじゃないかなという気がいたし



- 55 - 

ますが、その辺についてはどうでしょうか。 

○委員長（戎屋昭彦君）  篠田副市長。 

○副市長（篠田洋司君） 内閣府のほうではＰＰＰ、ＰＦＩ進めてるわけでございます。

２０２０年までに、１０兆円規模のＰＦＩ事業を創出しようという動きでございます。 

  この背景には、１９７０年には――橋で例えますと、１万の橋梁ができたわけです

けど、現在では１,０００程度の橋梁の更新にすぎないということで、更新必要額と

予算確保可能額、この差がバジェットギャップというわけですけど、これが、人口減

少加味して０．３８と――３８パーセントという試算も出ているわけでございます。

当然、施設更新には莫大な費用がかかるわけでございます。ＰＰＰ、ＰＦＩ含め、資

金調達をいかにするかということが、今後の方針が可能かどうかというところにかか

ってくるかと思います。当然、ＰＦＩを検討しながら、また、いろんな資金調達の方

法を模索しながら、今後、検討してまいりたいということが、それを大前提に検討し

てまいりたいというふうに考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（戎屋昭彦君）  竹岡委員。 

○委員（竹岡昌治君）  どうも、副市長のほうから強い意志をお聞かせいただきました。

ありがとうございました。 

私も、実は先週の日曜日、阿蘇の長陽大橋開通しましたよね、８月の２７か８に。

で、ちょっと行ってみました。なら本当、悲惨な状態。あれは地震、天災によって橋

が落ちたり、崩れたりしたわけですが。今、副市長がいみじくも言われたように、道

路、橋、いわゆる昭和の初期につくったものが、いまだに残っている。いつ通れなく

なるのか、いつ落ちるかとかいうような状態があろうと思うんですね。 

  そうした悲惨な状況を見たときに、今後、市民の皆さんに提供する社会資本って言

いますか、この固定資産が本当に膨大なお金がいるという中で、特にきょう、お昼か

ら私がＰＰＰ、あるいはＰＦＩ方式を御提案申し上げたんですが。ぜひ、先ほどのコ

ミプラも含めて、あるいは、博物館もそれぞれの事業を取り組むときに、いわゆるラ

イフサイクルコストを検証しながら、ぜひ、取り組んでいただきたいということを要

望申し上げまして、終わりたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（戎屋昭彦君）  その他、委員の皆様から何かございませんか。末永委員。 
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○委員（末永義美君）  今回の一般質問の中で、お時間があった場合に課長を通して大

野部長のほうにお伺いはしようという打診はとってましたので、この場をちょっと借

りまして改めてお伺いをします。 

  念願の病児、病後児保育のことについてですね、その辺の、今、今日、当日、現在

での進捗状況と先ほどの環境審ではありませんけども、この内容が短い時間で、西岡

市長のほうも大きく取り組むという強い意志を持った内容とはいえ、その内容をどこ

で、どのようなメンバーの方々で、いろいろな物事が進んでいるのか。その辺を含め

まして、まずは、今現在のところの見通し。もし、何かこう課題があれば課題も含め

て、お話できる範囲をお伺いします。よろしくお願い申し上げます。 

○委員長（戎屋昭彦君）  大野市民福祉部長。 

○市民福祉部長（大野義明君） それでは、ただいまの末永委員の御質問にお答えいた

します。 

まず、所管課は地域福祉課のほうで考えております。現状では、まず、市立病院の

西側に位置しますけど、職員駐車場の中――病院職員のＧ棟という宿舎があるんです

けど、その隣に、今病児保育所を、今、建設する予定で今進めております。 

  で、県とも協議を既に始めておりまして、この８月の２５日に県のほうに建設の要

望書を出しております。このまま順調にいけば３月頃、短期というか、早期着工の申

請の受け付けがありますので、そちらのほうの申請をいたしまして、来年の４月か

５月には内示のほうが出ると思っております。それを受けて、すぐ設計にかかります。

それが設計を発注して、完成するのが秋頃――９月ぐらい、それからその設計ののち、

今度は施設の入札をいたしまして、来年の３月の頭には、もう、ほぼ施設が完成する

んじゃないかと（「再来年ですね。」と発言する者あり）再来年ですね、再来年

の……。 

  で、その間に保育士、あるいは、看護師等が必要となってきますので、その辺の採

用のあり方、あるいは、研修のあり方等も検討しながら、再来年の４月の早い時期に

は、年度入って早い時期にはオープンというか、実際に営業、運営できるように考え

ております。 

  以上でございます。 

○委員長（戎屋昭彦君）  末永委員。 

○委員（末永義美君）  今お聞きしまして、病院内の開設と思ってましたが、病院内感
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染とかいろいろな問題がありますから、いろんなこと鑑みて、今、駐車場の中に新た

に建物を建てるってことをお聞きしまして、思ったよりも、予算も思いもかけてくれ

たというふうにびっくりしながらも、たくさん今この病児、病後児は先進事例ありま

すんで、どこかしらのよりよい先進事例等を参考にされたのかと思いますけども。中

でも、西岡市長があれほどの意気込みを持ってらっしゃいましたので、美祢市におけ

る病児保育の目玉とは言いませんけども、何かしら特色みたいなものを考えられてる

かということと、これから、また、約１年以上あるとしましては、これから協議会、

審議会、いろんなどういう冠をつけるかわかりませんけども、いろいろな市民のニー

ズ――これは答えれる、答えれないの不可はともかくとしても、パブリックコメント

を含めた、その今まさに、１日も早くそれが欲しいと思っている子育て真っ最中の家

庭の方はもとより、これから結婚するとか、出産を考えているとかという幅広い若手

の、若者世代の方々を中心にした……方々の意見を聞き入れながら、要は、この開か

れた市政と同じように、少しでも多くの方々の声を聞いて、少しは思いを汲み上げて

といいますか、そういったような、市民を少し近く感じてもらえるような市民の声を

吸い上げるというかたちは、これからの中で、そういう会といいますか、そういう可

能性は考えられるのか、いや、もうないのかはどの辺でしょうか。お伺いします。 

○委員長（戎屋昭彦君）  大野市民福祉部長。 

○市民福祉部長（大野義明君） ただいまの御質問にお答えいたします。 

これから、どういうふうな運営、あるいは市民の声を活かしていくか、取り上げて

いくかということでございますけど。そういった、当然のことながら、利用される子

育て世代と申しますか、そういった世代の方の意見を、今後、聞く必要があると思い

ます。 

  だから今、子育て支援会議とか、あるいは、今後子育て世帯と支援センターとか、

そういったものを設置するように、将来的になると思いますので、そういった機関も

含めて、いろいろ市民の声を聞く、吸い上げる、そういった対策を今から考えていこ

うというふうに思ってます。 

  以上でございます。 

○委員長（戎屋昭彦君）  末永委員。 

○委員（末永義美君）  ここからは要望ですけれども、お考えにはあるとは思うんです

けども、小さな子どもたちが登園、登校されて、その学習の最中に発熱するとか病気
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になったときに、この病児保育のほうの担当部局のほうに親よりも先に電話も入り、

仕事中のお母さんやお父さんの代わりに学校や幼稚園まで、保育園までも、担当職員

がお迎えに行ってお子さんを預かって、病児保育センターのほうでお預かりし、そこ

でお母様お父様のお迎えを待つという、こういうきめ細かいといいますか、本当にあ

ってよかったと思えるような充実した内容を、ぜひ、御検討のうえ実現できるように

よろしくお願い申し上げまして、要望、質問を終わります。 

  以上です。 

○委員長（戎屋昭彦君）  三好委員。 

○委員（三好睦子君）  竹岡委員さんの環境問題の件に関連してですが、大気汚染の測

定事業なんですけど、この目的が、工場の煙突や鉱山から排出されるばいじんとかの

測定となっております。 

  で、野外に雨水とか碓井とか沈殿物とか、こういった排出するばいじんの地面に落

ちる測定ですかね、そういった設備がデジポットでしたっけ、ちょっと名前を――デ

ジポットだったような気がするんですけど。これが、美祢市内に２７カ所設置されて

おりますが、秋芳地域や美東地域にはこの設備がないので、今回のこの測定器も設置

していただきたいと思いますが、お考えをお尋ねいたします。 

○委員長（戎屋昭彦君）  古屋生活環境課長。 

○生活環境課長（古屋敦子君） ただいまの三好委員の御質問にお答えします。 

先ほど言われた降下ばいじんの測定器ですけれど、デポジットと申しまして、デポ

ジットによる降下ばいじん量を市内の２７カ所で測定をしております。 

  この２７カ所になった経緯というのもありまして、伊佐地区、吉則地区、それから

重安、麦川地区の工場の多い地帯を中心に測定しております。その後、豊田前公民館、

厚保公民館、於福公民館の３カ所でも、測定を開始しておるんですが、それについて

は、恐らく市内でどのように違いがあるかっていう比較対象のために設置したのでは

ないかと思っております。 

  ここ数年の結果を見ておりますと工場地域、それと工場のあまりないような豊田前、

於福、厚保公民館においても、数値はそれほど変わっているものではございません。 

  なので、現時点では、２７カ所をふやすということは検討しておりませんが、今後

また考えていきたいと思っております。 

  以上です。 
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○委員長（戎屋昭彦君）  その他ございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（戎屋昭彦君）  ないようでございましたら、これにおきまして本委員会を

閉会したいと思います。御審査、御協力、誠にありがとうございました。お疲れ様で

ございました。 

    午後１時５９分閉会 

    癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘 
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